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第5章水産業

細
砂
と
泥
、
さ
妻
‐

く
ら
い
で
あ
る
。

大
内
町
の
海
岸
線
は
、
六
・
七
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
三
本
松
か
ら
番
屋
の
小
浦
ま
で
は
、
砂
浜
続
き
で
、
小
浦
か
ら
鶴
羽
境
ま

で
は
、
砂
浜
と
岩
礁
と
が
入
り
組
ん
だ
海
岸
で
あ
る
。
こ
こ
に
三
本
松
浦
・
誉
田
浦
・
小
磯
浦
・
馬
篠
浦
の
四
漁
業
集
落
が
あ
る
。
地

先
海
面
は
丸
亀
・
絹
島
の
周
り
を
除
け
ば
、
お
お
む
ね
平
た
ん
に
沖
へ
傾
斜
し
、
海
岸
か
ら
二
○
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
は
砂
、
そ
の
沖
は

細
砂
と
泥
、
さ
ら
に
沖
は
泥
と
な
る
。
水
深
は
沖
合
い
八
○
○
○
メ
ー
ト
ル
付
近
で
三
○
メ
ー
ト
ル
、
灘
の
最
深
部
は
四
二
メ
ー
ト
ル

海
岸
近
く
の
浅
い
所
に
ア
マ
藻
場
と
ガ
ラ
藻
場
が
あ
り
、
魚
の
産
卵
、
生
育
場
あ
る
い
は
磯
魚
の
生
息
場
で
あ
る
が
、
近
年
藻
場
の

減
少
が
著
し
い
。
瀬
戸
内
海
は
狭
い
漁
場
に
三
万
の
漁
業
者
が
漁
具
漁
法
の
改
良
を
図
り
漁
獲
努
力
を
重
ね
て
き
た
。
こ
れ
が
魚
資
源

の
減
少
と
な
り
、
魚
体
の
倭
小
化
、
漁
獲
の
伸
び
悩
み
と
な
っ
て
い
る
。
近
ご
ろ
つ
く
る
漁
業
へ
の
転
換
と
し
て
養
殖
漁
業
も
始
め
ら

れ
た
が
、
海
の
汚
染
な
ど
問
題
も
多
い
。
一
面
後
継
者
の
減
少
は
近
年
特
に
著
し
く
漁
業
の
将
来
に
不
安
を
持
つ
漁
業
者
は
多
い
。

第
五
章
水
産
業

第
一
節
概
説
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第6編近 代

明
治
維
新
と
な
り
藩
の
支
配
は
な
く
な
っ
た
が
、
漁
業
は
上
納
金
が
税
金
の
名
目
に
変
わ
り
、
漁
業
も
そ
の
ま
ま
続
け
ら
れ
た
。
明

治
六
年
七
月
名
東
県
庁
か
ら
次
の
通
達
が
、
各
区
長
に
出
て
い
る
。

漁
場
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
遠
か
ら
ず
一
般
の
制
度
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
が
、
当
分
の
間
、
名
東
県
と
し
て
次
の
と
お
り
定
め
る
か
ら
旧

習
を
固
守
し
て
争
い
を
始
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
。

一
、
そ
の
浦
の
海
面
は
、
沖
合
一
里
（
た
だ
し
一
六
丁
、
一
七
四
五
メ
ー
ト
ル
）
以
内
と
し
、
隣
界
は
従
来
の
見
通
し
線
を
も
っ
て
、
そ
の

浦
の
持
場
と
し
、
そ
の
浦
限
り
適
宜
漁
業
い
た
す
べ
し
。
他
浦
の
者
は
、
引
網
は
で
き
な
い
が
、
釣
、
配
縄
は
互
に
入
会
に
し
て
よ
ろ
し

い
。
右
の
場
所
以
外
は
従
来
の
網
代
場
で
あ
っ
て
も
す
べ
て
入
会
と
す
る
。

一
、
島
な
ど
の
間
が
狭
く
て
一
里
が
と
れ
な
い
所
は
、
昔
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
言
は
ず
、
両
方
の
入
会
と
す
る
。

旧
来
の
ろ
う
習
を
破
っ
た
役
人
の
意
気
込
み
は
す
ご
い
。
こ
の
新
規
則
に
よ
り
、
続
々
と
新
網
が
生
ま
れ
、
新
旧
両
者
間
に
紛
争
が

絶
え
ず
、
つ
い
に
折
角
の
お
触
れ
も
、
明
治
八
年
二
月
取
り
消
さ
れ
た
。

明
治
八
年
十
二
月
、
太
政
大
臣
三
條
実
美
は
、
海
面
は
官
有
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。
し
た
が
っ
て
使
用
者
は
「
漁
業
海
面
拝
借
願
」

を
網
代
場
明
細
帳
を
添
え
て
出
願
す
る
こ
と
に
な
る
。

明
治
九
年
七
月
、
漁
業
の
営
業
取
り
締
ま
り
は
、
な
る
べ
く
従
来
の
慣
習
に
従
い
処
分
す
べ
し
と
な
る
。

明
治
十
一
年
一
月
「
漁
場
取
締
及
営
業
取
締
収
税
仮
規
則
」
を
施
行
し
、
旧
慣
に
よ
り
漁
業
証
券
を
出
す
。
愛
媛
県
下
沿
海
（
讃
岐

第
二
節
明
治
の
漁
業
行
政
の
変
遷
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第5章水産業

を
含
む
）
を
二
三
海
区
に
分
け
、
取
締
人
を
置
き
漁
場
取
り
締
ま
り
を
し
、
漁
痩
高
見
積
書
を
出
さ
せ
る
。
第
一
漁
区
は
、
大
内
郡
坂

元
村
シ
ダ
ノ
尾
（
県
境
）
か
ら
小
田
村
大
串
岬
ま
で
と
な
る
。
漁
場
の
界
は
慣
行
ど
お
り
、
漁
業
者
に
鑑
札
を
渡
し
、
営
業
中
は
所
持

さ
せ
る
。
大
綱
・
小
網
・
釣
・
配
縄
の
数
は
今
ま
で
の
数
で
許
可
す
る
。
全
く
慣
行
重
視
の
姿
勢
に
逆
戻
り
す
る
。

漁
場
税
は
、
前
五
か
年
の
平
均
収
狸
高
の
一
○
○
分
の
三
で
総
代
か
ら
徴
収
し
、
営
業
税
は
漁
業
者
か
ら
徴
収
す
る
。
七
等
に
分

か
れ
一
等
営
業
税
は
収
狸
一
万
円
以
上
の
者
で
、
税
金
は
一
○
円
、
七
等
は
漁
狸
高
五
○
円
未
満
の
者
で
、
税
金
は
一
○
銭
で
あ

明
治
三
十
五
年
四
月
「
漁
業
法
」
が
公
布
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
が
明
治
四
十
三
年
に
改
正
さ
れ
以
後
昭
和
二
十
四
年
ま
で
続
い
た
。

沿
岸
漁
業
は
、
専
用
・
定
置
・
区
画
・
特
別
の
四
種
の
漁
業
権
と
入
漁
権
、
許
可
漁
業
と
自
由
漁
業
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
四
種
の
漁
業
権
は
、
幕
府
時
代
以
来
の
漁
場
利
用
の
関
係
を
、
入
会
漁
業
の
関
係
は
専
用
漁
業
権
に
、
個
別
独
占
漁
場
の
関
係
は

定
置
・
区
画
・
特
別
の
三
漁
業
権
に
組
み
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
総
有
の
性
質
を
も
つ
入
会
関
係
は
こ
れ
を
慣
行
専
用
漁
業
権
と
し
、

共
有
の
関
係
を
も
た
な
い
入
会
権
は
、
専
用
漁
業
権
に
対
し
て
入
漁
権
と
い
う
形
に
し
た
。
地
先
専
用
漁
業
権
は
慣
行
に
基
づ
か
ず
、

新
た
に
申
請
に
基
づ
い
て
漁
業
組
合
の
み
に
免
許
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
馬
篠
浦
か
ら
松
原
浦
に
至
る
六
組
合
に
免
許
さ
れ

た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
先
専
用
漁
業
権
に
は
、
お
互
い
の
組
合
員
の
入
漁
を
拒
む
べ
か
ら
ず
の
条
件
が
つ
い
て
い
た
。

明
治
三
十
五
年
八
月
に
「
香
川
県
漁
業
取
締
規
則
」
を
定
め
、
知
事
の
許
可
が
必
要
な
漁
業
二
二
種
を
決
め
る
。
こ
の
あ
た
り
に
関

プ
（
》
◎

プ
（
》
。

明
治
十
九
年
「
水
産
取
締
規
則
」
を
定
め
る
。
水
産
物
の
繁
殖
と
漁
業
保
護
の
た
め
に
こ
の
規
則
を
つ
く
る
。
香
川
県
を
六
水
産
区

に
分
け
、
大
内
・
寒
川
・
三
木
郡
を
第
一
水
産
区
と
す
る
。
組
合
を
設
け
頭
取
、
取
締
を
お
く
。
各
村
浦
は
総
代
二
名
以
上
互
選
す

5



第6編近 代

の
と
お
り
で
あ
る
。

図
一
の
「
明
治

場
位
置
、
免
許
番
ロ

専
用
漁
業
と
は
、

図
一
の
「
明
治
・
大
正
期
の
大
内
町
内
漁
業
組
合
取
得
の
漁
業
権
地
図
」
と
表
九
の
「
賦
課
免
許
漁
業
税
（
大
正
一
四
年
）
」
の
漁

場
位
置
、
免
許
番
号
、
漁
獲
物
及
び
税
額
か
ら
、
当
時
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

専
用
漁
業
と
は
、
定
置
漁
業
、
区
画
漁
業
（
石
・
木
・
竹
で
囲
い
あ
る
い
は
沈
め
て
す
る
養
殖
業
）
及
び
特
別
漁
業
で
は
な
く
、
水

面
を
専
用
し
て
営
む
漁
業
で
、
専
用
漁
業
権
の
う
ち
、
地
先
専
用
漁
業
権
は
、
各
浦
々
の
海
岸
朔
望
満
潮
線
か
ら
お
よ
そ
三
○
○
間

（
五
四
○
メ
ー
ト
ル
）
以
内
の
海
面
を
漁
区
と
し
、
町
内
四
組
合
と
湊
浦
の
五
組
合
は
大
正
七
年
に
、
松
原
浦
は
翌
年
免
許
さ
れ
た
。

慣
行
専
用
漁
業
権
は
、
従
来
の
慣
行
に
よ
っ
て
水
面
を
専
用
し
て
漁
業
を
営
む
権
利
で
、
沖
は
小
田
村
の
大
串
鼻
と
馬
の
鼻
の
重
視

各
漁
業
組
合
は
、
明
治
三
十
七
年
か
ら
順
次
漁
業
権
を
取
得
し
た
。
次
の
表
一
は
明
治
、
大
正
期
に
免
許
さ
れ
た
組
合
別
、
漁
業

別
、
漁
場
別
の
漁
業
権
一
覧
表
で
あ
る
。
昭
和
年
代
に
入
っ
て
の
取
得
状
況
を
明
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
大
敷
網
が
、

馬
篠
一
・
番
屋
一
・
三
本
松
二
の
計
四
統
が
昭
和
五
、
六
年
ご
ろ
免
許
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
漁
業
組
合
別
桝
網
種
類
別
取
得
数
は
表
二

係
の
あ
る
も
の
と
し
て
中
高
網
・
地
引
き
網
・
船
ひ
き
網
．
ご
ち
網
・
打
瀬
網
・
手
ぐ
り
網
・
イ
カ
巣
引
網
・
桁
網
・
鰭
流
網
・
イ
サ

リ
・
エ
ビ
漕
・
撒
餌
釣
・
建
網
な
ど
で
あ
る
。
免
許
と
許
可
以
外
の
も
の
は
届
け
出
で
あ
る
。
魚
介
類
で
は
イ
ナ
体
長
四
寸
以
下
、
ウ

ナ
ギ
・
ア
ナ
ゴ
七
寸
以
下
、
ス
ズ
キ
三
寸
以
下
が
捕
獲
販
売
禁
止
で
あ
り
、
ナ
マ
コ
四
’
六
月
、
ア
ユ
十
一
’
五
月
、
マ
テ
五
’
七
月

間
は
捕
獲
禁
止
と
な
っ
た
。
ほ
か
に
網
に
よ
り
使
用
禁
止
期
間
も
定
め
ら
れ
る
な
ど
、
現
在
の
漁
業
の
基
礎
組
み
が
整
っ
た
。

第
三
節
漁
業
権
の
取
得
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表1 明治・大正期の漁業組合取得漁業権一覧表

１
１
１

漁
業
権
の
種
類

漁
業
の
種
類

漁
業
組
合
名

漁 場漁
業
権
取
得
年

網
種
類
別
計リ

1

’
松原浦三

本
松
浦
地
先

蕪
越
鼻
〃

犬
戻
り
か
ら

松
原
浦
〃

明
神
〃

計

’ ’

地盤為|壽凄浦餐瞥 |W% 21 21 2" 2M1| |,: '7網
漁
業

地
び
き

漁
業
権

特
別
第
三
種

’
mびき鳥'三本製浦泌小鮮馬篠浦共有隅:| '| 21 'i '| ,1 2!1地びき網’三本松浦

&びき爵'三本松浦 |"381 ' |'J | |
| : 8
1 21 2

| ,::' 4112, 21 1
’ ’

20
1 1

三本松浦
タ イ

'’1: ｜ ' ;｜ ｜ ’小 磯 浦サワラ

桝 網

桝

９
６
２
３

ｍ
辿
る
｜
Ｉ
配
１
ｈ
Ｆ
‐
５

口

ｌ
ｎ
Ｅ

－
’

脾一

定 ｜桝

一
チ
ス

桝
網
類

定
置
癌

漁

|"'0II|5 ’ ｜ ｜

"::| il 'i l'|

馬 篠 浦

本松 浦
一
一
一

|明401 川1 ｜ ’ヌ
キ
網

ズ

チ
ス
桝

小 磯 浦

| ’
０
３
５

４明
大
〃

２
２
１

馬 篠 浦

漁
' ’ 2 1 1 1|明40三本松浦・馬篠浦共有

博

Ⅲ }

業

業に,ｼ･
|“ “

三本松浦
誉 田 浦
小 磯 浦

馬 篠 浦

小磯浦・馬篠浦共有

５
５
５
３
０
５
１

大
〃
〃
〃
〃
〃

'1''’1
’ 1‘4 1

1 1 ‘' ！ ’

’

,,|
5 1

11

1 1

権

’ イナ建干網|小 磯 浦 大51 1ぃ |M i 'J !
明43脇蕊練 ll '|〃431 1 1 1 1 1 1’

六ケ浦組合共有

六ケ浦・引田浦共有
慣漁 6 種類

:筆
用権｜ボラ寄魚漁業

三本松浦・松原浦共有
〃 ・湊浦〃
〃 ・小磯浦〃
〃 ・馬篠浦〃I |鯛｜

|〃43
"431 ’

’ 1 2
1

1 1 ‘' ．
地先専

周漁業' ’8~'1麺類'六ヶ繍認合”権 ’ 大71 』' ！
I ‘‘’'| ］ '' 1

(注鰹鳥総蹴ら馬篠総に至る六か所の漁業組合壱いう。 ）
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松臓lli撫継11合所打

884～886

漁業組合取得の漁業権地図

8

漁換物 記・啄・ 漁業獅馴 期漁 漁独 物

ボラ、イナ、セイコ．
コノシロ
ー

チヌ
スズキ
桝剥
ナヌ汀~慈邸f~斑

スズキX~兇とｼノ

チヌ､カレイ

ｽスｷ､7ジ､チヌ､コノシロ

イワ

サバ

'を主としブジ
カマス､カツヲ
－

コノシロ

桝 綱
瀧～鴎 コノシロ

ボラを主としイナ

アジ､ハマチ､カツヲ
－凸一台一

地光叫川
漁 難

唖剛iにより出る 靴Ⅲ多し

タイ、サワラ、チヌ
カレイ

一
一
一
一
一
一

棡行叫川
漁 業

〃 〃
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馴
三
帥
‐
卯
加

旧

い
《
回

り
ｎ
札

図1 明治・大正期の大内町内

9

業孤狐 期

寄魚鋤莱
〃
誕
知
印
ダ

》づ

〆０●０屯■

■
８
“

イヮシ

j也典綱
〃
帥

弔
守
垂

■
■
ご
｛

が
ｑ
凸

〃
卯
・
す

ボ ラ

地びき調
ドノ～師ロ
グ.品 ご ﾛ8

チヌ脚綱
ji～鑑
2箒i～爵もあり
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小
磯
・
湊
・
松
原
の
各
浦
と
の
そ
れ
ぞ
れ
二
者
共
有
の
、
寄

魚
漁
業
権
が
あ
る
。
こ
の
漁
業
は
「
冬
の
浦
」
と
呼
ば
れ
、
冬
季
に
ボ
ラ
な
ど
が
集
団
化
し
た
の
を
中
高
網
な
ど
で
囲
み
、
六
か
浦
の

み
な
ら
ず
他
浦
の
者
、
さ
ら
に
漁
業
者
以
外
の
者
ま
で
多
数
加
わ
っ
て
、
建
網
や
イ
サ
リ
で
捕
る
お
祭
り
的
な
壮
観
な
漁
業
で
あ
る
。

特
別
漁
業
権
は
、
イ
ワ
シ
地
引
き
網
漁
場
が
一
七
か
所
、
ボ
ラ
地
引
き
が
八
か
所
、
そ
の
ほ
か
に
三
本
松
浦
と
湊
浦
地
先
に
そ
れ
ぞ

れ
一
か
所
ず
つ
小
鮎
地
引
き
網
漁
業
権
が
あ
る
。

定
置
漁
業
権
は
、
漁
具
を
定
置
し
て
行
う
漁
業
で
、
こ
れ
が
最
も
多
く
、
沖
の
チ
ヌ
桝
網
を
タ
イ
・
サ
ワ
ラ
桝
網
と
も
い
う
。
松
原

浦
漁
業
組
合
が
双
子
島
の
沖
に
持
つ
三
統
の
み
は
、
鯛
鰭
六
角
桝
網
の
漁
業
名
称
が
つ
い
て
い
る
。
俗
に
浜
で
は
タ
イ
・
サ
ワ
ラ
桝
網

の
こ
と
を
「
六
角
」
と
通
称
し
た
。
こ
の
漁
業
権
が
一
二
場
所
で
二
九
統
、
そ
の
ほ
か
の
チ
ヌ
桝
網
一
九
、
ス
ズ
キ
桝
網
一
七
、
コ
ノ

シ
ロ
桝
網
二
と
、
番
屋
川
尻
の
イ
ナ
建
干
網
の
計
七
七
件
で
あ
る
。
「
大
正
十
五
年
度
三
本
松
漁
業
組
合
員
漁
業
状
況
」
の
桝
網
類

表2 漁業組合別桝網種類別取得数

ﾃ' 。
！ ノ

ヌ ｜
§』

シ

タ
イ
・
サ
ワ
ラ
桝
網

ロ
〃

計

’
1

〃

三本松浦 20 1 2

誉 田 浦 ｜

小 磯 繍 ｜ ‘
医 塗 齢砦 I E

I

馬 篠 浦 5

３
１
１
３

９
１
８
２

２
１
６
６
２
１

５
１

罵瀞＃共有
#灘共有 1

}”9|"' 4。計

線
、
西
は
鼬
羽
と
の
村
境
と
兵
庫
県
家
島
諸
島
の
西
島
大
友

山
高
頂
と
の
見
通
線
、
東
は
引
田
白
鳥
町
境
の
犬
戻
り
か
ら

淡
路
の
岩
屋
鼻
見
通
線
で
囲
ま
れ
た
海
面
で
、
地
先
専
用
漁

業
権
の
沖
側
海
域
で
あ
る
。
こ
の
海
域
の
う
ち
蕪
越
鼻
か
ら

家
島
の
男
鹿
島
高
頂
見
通
線
の
東
側
海
域
は
、
六
か
浦
に
引

田
浦
を
加
え
た
七
漁
業
組
合
の
共
有
で
あ
り
、
西
側
海
域
は

六
か
浦
の
共
有
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
慣
行
専
用
漁
業
権
と
し
て
、
三
本
松
浦
と
馬
篠
。

ZO



第5章水産業

着
業
統
数
四
二
に
他
浦
の
着
業
統
数
を
加
え
て
も
ま
だ
一
七
件
く
ら
い
の
空
権
が
す
で
に
こ
の
時
点
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
桝
網
漁

業
権
は
三
本
松
浦
漁
業
組
合
所
有
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
か
も
自
己
浦
海
面
所
有
一
八
件
に
対
し
、
他
浦
海
面
の
そ
れ
は
三
六
件
も
あ

る
。
馬
篠
浦
の
も
の
を
除
い
て
全
部
三
本
松
浦
の
漁
業
者
の
操
業
で
あ
る
。
ボ
ラ
地
引
き
網
、
小
鮎
地
引
き
網
、
ボ
ラ
寄
魚
漁
業
権
な

ど
古
く
か
ら
三
本
松
浦
に
大
網
漁
業
者
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
タ
イ
・
サ
ワ
ラ
桝
網
漁
業
権
（
正
式
は
チ
ヌ
桝
網
）

は
大
正
八
年
と
同
十
年
に
免
許
を
受
け
て
い
る
。

漁
業
改
革
は
農
地
改
革
な
ど
と
共
に
占
領
軍
に
と
っ
て
日
本
民
主
化
の
基
盤
と
考
え
ら
れ
た
。
現
行
「
漁
業
法
」
は

漁
業
改
革

昭
和
二
十
四
年
末
に
公
布
さ
れ
た
。
改
革
は
沿
岸
漁
業
の
全
面
的
整
理
を
行
い
、
旧
漁
業
権
を
二
年
以
内
に
消
滅
さ

せ
て
計
画
的
に
新
漁
業
権
を
免
許
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
旧
漁
業
権
に
対
す
る
補
償
は
全
国
で
一
七
八
億
円
で
、
三
十
年
以

内
に
償
還
す
る
漁
業
証
券
で
交
付
さ
れ
た
。
こ
の
財
源
は
新
漁
業
権
の
免
許
料
と
許
可
料
で
賄
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
十

八
年
の
改
正
で
撤
廃
さ
れ
漁
業
証
券
も
繰
り
上
げ
償
還
さ
れ
、
昭
和
二
十
九
年
八
月
で
資
金
化
が
終
了
し
た
。

免
許
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
明
治
「
漁
業
法
」
で
は
先
願
主
義
に
よ
り
個
々
の
申
請
に
基
づ
き
免
許
し
た
が
、
現
行
法
で
は
知
事
が

漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聞
き
、
水
面
の
総
合
利
用
を
図
る
上
か
ら
漁
業
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
公
示
し
て
希
望
者
の
申
請
を
受
け

付
け
、
こ
れ
ら
申
請
人
か
ら
適
格
性
の
あ
る
者
で
優
先
順
位
第
一
の
者
に
免
許
さ
れ
る
方
法
を
と
っ
た
。

漁
業
権
の
存
続
期
間
も
二
十
年
を
五
年
又
は
十
年
に
変
え
た
。
漁
業
権
の
種
類
も
定
置
・
区
画
・
共
同
の
三
漁
業
権
と
し
、
旧
法
の

第
四
節
昭
和
二
十
四
年
の
新
漁
業
法
と
漁
業
権

11
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と
が
あ
る
。

漁
業
権
の
位
置
は
図
二
に
示
す
。
以
上
の
漁
業
権
漁
業
の
ほ
か
に
知
事
の
許
可
漁
業
と
し
て
、
タ
コ
壷
縄
・
ハ
モ
縄
・
ア
ナ
ゴ
縄
・

イ
サ
リ
・
イ
カ
巣
・
鰭
流
網
及
び
藻
建
・
磯
建
以
外
の
カ
ニ
建
・
コ
チ
建
な
ど
の
建
網
、
チ
ヌ
・
ス
ズ
キ
・
ボ
ラ
な
ど
の
撒
餌
釣
及
び

一
本
釣
、
小
型
機
船
底
引
き
網
な
ど
の
漁
業
が
あ
る
。
ま
た
カ
レ
イ
縄
・
フ
グ
縄
な
ど
は
自
由
漁
業
と
な
っ
て
い
る
。

な
っ
て
い
る
。

特
別
及
び
専
用
漁
業
権
は
廃
止
し
、
共
同
漁
業
権
に
編
成
替
え
し
た
。
定
置
漁
業
権
は
身
網
の
水
深
二
七
メ
ー
ト
ル
以
上
に
漁
具
を
定

置
す
る
も
の
で
、
瀬
戸
内
海
の
桝
網
は
除
外
さ
れ
共
同
漁
業
権
と
な
る
。
区
画
漁
業
権
は
一
定
の
区
域
内
で
営
む
養
殖
業
で
、
三
種
類

あ
り
、
一
種
と
は
石
・
竹
・
木
な
ど
を
敷
設
し
て
営
む
も
の
で
あ
る
。
共
同
漁
業
権
と
は
一
定
の
水
面
を
共
同
に
利
用
し
て
営
む
も
の

で
、
五
種
類
あ
り
、
一
種
と
は
藻
類
・
貝
類
な
ど
を
目
的
と
す
る
漁
業
で
あ
る
。
二
種
は
網
漁
具
を
移
動
し
な
い
よ
う
敷
設
し
て
営
む

漁
業
で
定
置
漁
業
や
内
水
面
漁
業
以
外
の
も
の
。
三
種
は
動
力
船
を
使
用
し
な
い
地
引
き
網
・
地
漕
網
・
船
引
き
網
漁
業
、
飼
付
漁
業

又
は
つ
き
磯
漁
業
で
内
水
面
以
外
の
も
の
。
四
種
は
寄
魚
漁
業
な
ど
。
五
種
は
主
と
し
て
内
水
面
で
営
む
漁
業
で
一
種
以
外
の
も
の
と

っ
た
。
東
讃
漁
業
協
同
組
合
の
現
在
の
漁
業
権
は
主
と
し
て
合
併
前
の
各
漁
業
組
合
所
有
の
も
の
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
、
表
三
の
よ
う

漁
業
権
及
び
許
可
漁
業
に
東
讃
漁
協
地
区
漁
業
権
と
東
讃
漁
連
（
東
讃
漁
協
と
白
鳥
漁
業
協
同
組
合
と
の
連
合
体
）
地
区
漁
業
権

こ
う
し
た
改
革
で
は
あ
っ
た
が
、
大
内
町
で
は
個
人
所
有
の
し
か
も
賃
貸
漁
業
権
が
な
か
っ
た
た
め
、
実
質
的
な
変
化
は
生
じ
な
か

12
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表3 漁業権一覧

(昭和59年現在）

！
’
|撫業臓名|瀧蕊総蕎号|"業の““物の種類驚素&臘儒地“

I

|共 ‘種 ’ 大内町、
湊浦

1／1～

12/31
サザエ、アワ

ビ、ナマコ

サザエ、ア

ワビ、ナマ

コ漁業

アサリ漁業

共1，2，5

I

1

’東 3，4小磯

馬篠

1/1~
12/31

6／1～
12/31

アサリ共3，4，6

共310

共 1種

共2種 アジ落網漁
業

ラ
イ
ワ
、
サ
イ
、
ダ
ジ
ポ
リ

ア
イ
カ
ノ

讃

漁 9/20～ ｜大内町、ノリ養殖業

ノリ養殖業

ノリ養殖業

種
種
種
種

１
１
１
１

区
区
区
区

区9
湊浦

大内町、
湊浦

大内町、
湊浦

5/31

10／1～
3/31

9/20～

’

|協
’

ノリ

ノリ

ワカメ

アカガイ

アカガイ

ノ､マチ

区10,11,13
15

区12,14,16 口|地
''/30
lO/1～ 大内町、
4/30湊浦

1／1～ 大内町、
12/31 湊浦

6/20～ 大内町、
9/30 1湊浦
1／1～ ’大内町、
12/31 湊浦

6／ 1～ 5，6松原
12/31三本松、
横内

’ 7大内Nr

ワカメ養殖
業

区502

区

｜ ｜区 1種
i漁‘

’
養
養
類
網

イ
イ
魚
置

ガ
ガ
式
業
定

力
業
力
業
割
殖
ジ

ア
殖
ア
殖
小
養
ア

２
４ｍ
ｍ
昭
７

Ｊ
〕
β
ａ

２
３
３
７

０
０
０
０
、

７
０
７
８
５

区
１
区
区

|アカガイ養｜

|殖業

|蝋繍“
1アジ定置網
漁業

I区 1祇

業区 ，薊区 1種

定置漁業

1

｜
’ アジ、サワラ

イポダイ､ ｲ
カ

権

共205,207
206

共307

|共2種 カレイ、ボラ 1／1～ 白,蠅町、

ﾒパﾙ､チヌ ’2/31 ｜大内町

…ワラ “圏:万・聯：カレイ、ハギ
スズキ

カレイ、チヌ 1／1～ ｜白鳥町、
ハギ、コノシ 12/31 1大内町
ロ、 イカ

､"~ 這這‘鰯
カレイ

5/31 大内町、
弓|田町

藻建網、磯
建網漁業

タイ、サワ

ラ桝網漁業

’
東
讃
漁
連
地
区
漁

共2種

雑魚桝網漁
業

共 2種 共308

カレイ桝網共 2種 共309

共401
漁業
イカナゴ地

曳網漁業
業共3種
’権 ’

13
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、
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識

漁業協同組合関係漁場図
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韻
定
共
区

ｑ
■
．
。
■
■

ウ
胃
■
■

定祉漁螂倣漁jル
"iil漁魏椛漁jル

区i凹椣難椛測jル

共:)07

共307

談

図2 昭和59年現在東讃
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三
本
松
の
細
か
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
明
治
二
十
二
年
に
は
五
○
隻
く
ら
い
漁
船
が
あ
っ
た
し
、
明
治
二
十
一
年
度
の
漁
業

漁
業
税
は
六
一
円
三
○
銭
三
厘
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
の
漁
業
税
は
、
網
、
配
縄
漁
業
は
、
前
五
か
年
の
年
平
均
漁
穫
高
の

一
○
○
分
の
三
、
釣
は
一
人
二
○
銭
で
あ
っ
た
。
明
治
三
十
四
年
の
漁
業
税
（
表
六
）
も
郡
内
で
は
、
小
田
・
津
田
・
引
田
に
つ
い
で

多
い
か
ら
、
表
七
の
漁
具
で
明
治
初
年
作
成
の
漁
場
図
（
図
三
）
の
魚
獲
漁
業
が
行
わ
れ
た
に
違
い
な
い
。
小
田
・
津
田
が
金
額
が
高

明
治
十
年
の
横
内
・
西
村
明
治
十
年
五
月
十
九
日
付
丹
生
村
漁
夫
総
代
六
車
三
郎
・
鈴
江
秀
造
・
六
車
新
七
・
坂
東
喜
三
郎
・
脇

・
小
磯
・
馬
篠
の
漁
業
屋
武
四
郎
の
連
名
で
、
区
戸
長
脇
屋
治
太
郎
、
区
長
副
大
山
豊
次
、
区
長
坂
東
宗
象
が
副
書
し
、
愛
媛

県
権
令
岩
村
高
俊
へ
出
し
た
「
漁
業
海
面
拝
借
願
」
に
添
付
の
も
の
と
思
わ
れ
る
「
丹
生
村
、
横
内
村
、
西
村
共
漁
網
代
場
明
細
帳
」

に
よ
る
各
浦
の
漁
業
は
表
四
の
と
お
り
で
、
馬
篠
浦
の
ボ
ラ
網
一
帖
、
ボ
ラ
追
立
網
一
帖
、
コ
ノ
シ
ロ
網
八
帖
、
雑
物
網
一
帖
な
ど

は
、
明
治
六
年
の
通
達
に
よ
り
、
出
願
許
可
さ
れ
た
新
網
で
あ
ろ
う
。
こ
の
控
書
に
は
、
小
磯
村
に
、
木
村
綱
太
郎
・
鈴
江
秀
造
両
名

の
コ
ノ
シ
ロ
網
・
雑
魚
網
・
鯖
網
・
鯛
高
網
・
魚
網
各
一
帖
あ
り
、
五
か
年
平
均
三
五
○
円
の
収
狸
高
で
あ
る
。
個
人
所
有
網
代
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
漁
家
は
西
村
二
、
横
内
六
、
い
ず
れ
も
今
の
漁
業
者
と
は
家
の
つ
な
が
り
が
な
い
。
小
磯
は
二
九
、
馬

篠
は
一
八
で
あ
る
。
馬
篠
は
一
年
間
に
五
人
も
廃
業
し
て
い
る
。
持
網
の
種
類
数
は
表
五
の
よ
う
に
、
一
つ
の
漁
具
し
か
も
小
網
持
が

圧
倒
的
に
多
い
。
内
訳
は
、
手
ぐ
り
二
一
、
コ
ノ
シ
ロ
網
八
、
ご
ち
網
七
、
鯛
高
網
二
、
小
立
網
一
、
ボ
ラ
網
一
、
イ
ワ
シ
網
一
で
あ

ｚ
画
０

第
五
節
明
治
時
代
の
漁
業
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第5章水産業

網代場明細表4 (明治10年）

網代数数 ｜
小馬｜ 漁

鱸| “

’

1

’網 漁
護
物

'西|横
l

J測憶
馬
篠
村
一

小
磯
村

横
内
村

西
村

月
、
３
５
厘

一
一
一
一

４
８
３
⑪ｆ ５

５

1 1 # | ，2 地先入会’4
’

1 1
1

1

1
1

イ ワシ網

魚 網

ア ジ 網

雑魚網

サ （網

ポ ラ 網

鯛 ・高網

コノシロ網

小立網

ボラ追立網

沖手ぐり網

ご ち 網

流 し 網

イワシ、アジ

ポラ、 ノ、マチ

2

アジ

雑魚

1

2
１
６
１

一
一
一
へ

３
３
８
４

１1

1

１
１

３
２

３
１
４

２
５
２

サバ

{湧労鍔､禿

毒望し、
チヌ、カレイ

ポラ

雑魚

タイ

サワラ

8～2

3～6

６
２
４
０
６
６

１
１

一
一
一
一
一
一

３
１
２
２
４
４

８
４ 浦一円

浦一円

定場なし

定場なし

定場なし

1 11

18５
ｌ
７

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

2 7

｣0 1 ：
42 1 291 3計

漁業者数' 2 1 6 1”Ⅲ８ｌ
ｈ
ド
’
二
、
一
四
八

I
I
l

(鰯繍』 ｢丹生村共繍網代場鯛綱）
円

漁
狸
高

五
ケ
年
平
均

｜
｜

’
一
五
○

い
の
は
朝
鮮
出
漁
の
関
係
で
あ
る

》
つ
。

誉
田
浦
の
明
治
時
代
の
漁

漁
業
業
税
は
、
初
め

申
告
制
で
あ
っ
た
が
、
過
少
申
告

の
傾
向
が
あ
り
、
実
情
に
そ
ぐ
わ

な
い
の
で
、
明
治
三
十
四
年
「
漁

業
税
賦
課
規
則
」
を
改
正
し
、
従

来
額
の
三
・
八
倍
の
七
○
○
○
円

を
県
下
各
市
町
村
に
割
り
当
て
町

村
会
に
お
い
て
個
人
ご
と
の
等
級

賦
課
額
を
決
め
る
こ
と
と
な
る
。

誉
水
村
の
大
山
家
の
関
係
文
書
に

よ
る
「
明
治
四
十
二
、
四
十
三
、

四
十
五
年
度
個
人
別
漁
狸
高
及
漁

業
税
一
覧
表
」
（
表
八
）
を
掲
げ

る
。
イ
ワ
シ
網
の
所
有
者
が
度
々

J7



第6編近 代

表6 明治34年度郡内町村

漁業税額一覧表

表5 明治10年村別所

有網数別人数

| 賦課額
I

町村名 馬
篠
村

小
磯
村

西
村

横
内
村

円銭厘
346.338

322.932

240.037

206.387

169.166

124.260

121.176

98．312

26．793

26．677

15．245

5．387

計
村
町
町
町
村
村
町
村
村
村
村
村

田
田
田
繩
羅
生
度
羽
生
原
鳥
水

小
津
引
三
閥
丹
志
鶴
相
松
白
誉

人
人

一
一
一
一
一

二
三
四

一
一

五
一

四
一
一
一
○
’

一
一
一

一一

人

○一人一
一

i 一
一
五
五

一

人

六二九八人
(『坂東家文書』より作成）

表7 漁 具 調

ひ き 網 立 網 配 縄

雑一雑雑
魚
大
綱

中
高
網

ご
ち
網

小
鮎
ひ
き
網

沖
取
イ
ワ
シ
網

ナ
マ
コ
漕
網

イ
カ
漕
網

エ
ビ
漕
網

沖
手
ぐ
り
網

岩
網

イ
ワ
シ
地
曳
網

雑．沖鯛ヱ川ポボ小ボ 雑
魚
配
縄

イ
イ
ダ
コ
縄

ハ
モ
縄

タ
イ
縄

ア
ナ
ゴ
縄

カ
レ
イ
縄

タ
．
縄

’

’

ノ イ立ララ ラ

魚:立高立切狩笠噌
網網網網網網網網網網

繍本：
釣釣突

’三本松町'○○ooooooOOoooooo oooooo o

識水赫b ｜ ’ ’
丹生村looooo ooloooooooool。 。olooo
(資料『久保家文書』「明治33年香川県漁村漁具調｣）
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第5章水産業

図3 明治初年の大内町周辺漁場図

（資料鎌田共済会郷土博物館蔵「香川県漁図」抜粋）
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第6編近 代

表8 明治42．43．45年度個人別漁狸高及び漁業税一覧表

年 明治42年度 明治43年度

≧超雪…"繩|鯛……“ ’

明治45年度

…"㈱漁業税
銭
拓
胆
蝿
叩
妬
焔
、
、
焔
、
“

●
●

●

。
●

◆
■
●
●
０
Ｇ

円
１

“

エビ漕

油

’

円
ｕ
１

円
叩
如
⑩
鴫
晦
晦
晦
卯
焔
醒

７
１

15

酒
り
釣
り
油
網
釣
り
他
釣
流
漕

ピ
ぐ
本
サ
ビ

謁
本
サ
鉋
本
”
ピ

エ
手
一
イ
エ
チ
ー
イ
大
一
サ
網
ェ

銭
卯
侭
鎚
鋤
釦
釦
釦
諏
釦
一

酒
り
釣
り
油

ピ
ぐ
本
サ
ビ

エ
手
一
イ
エ

チヌ引網

30

Ｉ
Ｆ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
，
。
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
０
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
１
１
‐
’
’
’
’
’
’
’
１
１
１
１

】
ｌ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
ｌ
‐
Ｉ
国
司
一
》
ｌ
‐
‐
’
，
１
，
‐
‐
（
嗣

円
弱
師
肥
”
２
。

誉田浦組合イワシ網

十川島造ｴピ漕網

田中熊吉エビ漕網

漕毎

ビ
ビ
毛

エ
エ
ー 禰網

０
０
０
０

５
２
２
２

87

長町利吉 エビ漕網

長町太市郎チヌ引網

吉田栄太郎一本釣
イサリ

上杉利八一本釣
イサリ

田中貞松

釣
釣

ビ
謁
本
本

エ
チ
ー

０
０
０
０

４
４
４
４

’
一条鑑’

20

タイ網

'‘網 !::' !:：｜
エビ油｜

エビ潤’

森市太郎

山本忠六

十川勘七 イワシ網
イカナゴ

引

2.161
.10

2.16

函’

240

山下金七 イワシ網 230

12

10

RJ|

十川勘平
手品調
イサリ

イワシ網’噸副｜

45
’

正木喜平

十川伴七

12

200

“'､'|
1．84

…｡．

"|"zI
｜

’ ，’ "0J '."|’ ，"' ’‘"｜’"’計

(資料『大山家文書』「県税漁業税収支議案｣）
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第5章水産業

大
正
十
四
年
漁
業
権
に
賦
課
さ
れ
る
免
許
漁
業
税
の
、
大
正
十
四
年
度
の
大
内
町
分
は
、
表
九
の
と
お
り
で
、
総
課
税
額
は
四
八

ご
ろ
の
漁
業
六
円
三
五
銭
で
あ
る
。
定
置
漁
業
は
、
桝
網
で
、
タ
イ
・
サ
ワ
ラ
桝
網
一
一
三
帖
（
内
三
帖
松
原
浦
所
有
）
、
チ
ヌ
桝

網
二
五
帖
、
ス
ズ
キ
桝
網
一
七
帖
、
コ
ノ
シ
ロ
桝
網
二
帖
、
計
八
○
帖
、
税
額
一
二
二
円
二
五
銭
で
全
体
の
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
る
。
タ
イ
・
サ
ワ
ラ
桝
網
漁
業
は
、
大
正
八
年
か
ら
の
免
許
で
、
主
に
沖
出
三
八
○
○
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
ま
で
の
場
所
で
あ
っ
た
。

大
正
十
年
に
は
、
さ
ら
に
沖
の
五
、
六
○
○
○
メ
ー
ト
ル
ま
で
に
一
四
帖
免
許
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
最
も
沖
出
し
が
八
○
○
○
メ
ー

ト
ル
で
、
こ
れ
は
昭
和
二
十
六
年
に
東
讃
・
中
讃
の
関
係
漁
協
が
協
議
し
て
決
め
た
協
定
線
で
あ
る
。
最
大
に
沖
出
し
た
の
は
、
昭
和

変
わ
っ
て
い
る
こ
と
。
定
置
網
が
皆
無
な
こ
と
。
エ
ビ
漕
・
一
本
釣
・
イ
サ
リ
・
手
ぐ
り
網
な
ど
が
多
く
、
漁
獲
高
も
き
わ
め
て
低
く
、

当
然
半
農
半
漁
で
あ
る
。
今
の
組
合
員
の
家
は
一
戸
も
な
い
。

i鑓’
一

慣
行
専
用
漁
業

表
九
賦
課
免
許
漁
業
税
（
大
正
十
四
年
賦
課
）

許
名
称
一
|称
1

1 第
六
節
大
正
期
の
漁
業

免
許
番
号

三
六
八
三

三
六
八
四

蕪
越
鼻
か
ら
白
鳥
引
田
町
界

ま
で
馬
篠
か
ら
鹿
越
浦
ま
で

漁
場
位
置
一

漁

チ
ヌ
、
カ
レ
イ
、
セ
イ
ゴ
、

ナ
マ
コ

イ
ワ
シ
、
ボ
ラ
、
タ
ナ
ゴ

’

漣
物

|税

五
五
・
六
五

額’円
銭

七
・
二
五

’
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第6編近 代

地
先
専
用
漁
業

寄
魚
漁
業

定
慨
漁
業

ス
ズ
キ
桝
網

免
許
名
称
一
免
許
番
号

チチ

ヌヌ

桝桝

網網

ス
ズ
キ
桝
網

四四四四四四
七七七七七六
○○○○○九
七四三二○九

一一一一一

ノ、 ノ、 ノ、 ノ、 ノ、

八八八八八
九八七六五

六五
四九
五五

三二
－

誉
田
浦
地
先
海
面

三
本
松
浦
地
先
海
面

馬
篠
浦
地
先
海
面

小
磯
浦
地
先
海
面

湊
浦
地
先
海
面

松
原
浦
地
先
海
面

汐
越
明
神
地
先

菰
・
新
川
地
先

湊
浦
地
先

小
磯
北
山
地
先

馬
篠
北
山
地
先

湊
、
松
原
境
地
先

古
川
、
板
原
地
先

ラ
ン
プ
ロ
フ
ァ
イ
ヤ
の
南
地
先

菰
築
港
の
西
地
先

漁
場
位
置

－

弓罵スアイポイ

ニ嬢零落
乳剥諦ガ

戦董
一一一 スニピヌ

ボ
ラ
、
イ
ナ
、
セ
イ
ゴ
、
コ

ノ
シ
ロ

ポ
ラ
、
イ
ナ
、
セ
イ
ゴ
、
コ

ノ
シ
ロ

ポ
ラ
、
イ
ナ
、
セ
イ
ゴ
、
ゴ

ノ
シ
ロ

ボ
ラ
、
イ
ナ
、
セ
イ
ゴ
、
コ

ノ
シ
ロ

ボ
ラ
、
イ
ナ
、
セ
イ
ゴ
、
コ

ノ
シ
ロ

チノスノス
ヌシズシズ

、ロキロキ
カ 、 、

し ア ア

イ ジ ジ
、 、

、チ チ
ヌ ヌ
、 、

． ．

漁
漉
物
－

税

円
銭

三
・
一
○

・
六
五

一
・
八
五

三
・
一
○
・

二
・
三
五

○○
五五

一
・
五
○

一
・
七
五

・
五
○

一
・
三
五

・
六
○

● ●

○五
五○

額
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第5章水産業

免
許
名
称
一
免
許
番
号
一
漁
場
位
置

チチチチコチチチコ
ノ ノ

ヌヌヌヌシヌヌヌシ

桝桝桝桝刷桝桝桝駒
網網網網網網網網網

チ
ヌ
桝
網

チ
ヌ
桝
網

ス
ズ
キ
桝
網

一タイ、サワラ桝網一

七
七七七六七七七七七七六六六六五五五五五五五
六六六一六五五五五五一一○○九九九八八三二
六五四’○九八七六五四三八七九二一九七一五

一一

二二

九七

白
鳥
町
湊
、
須
加
沖

三
本
松
築
港
沖

三
本
松
古
川
沖

西
村
ク
ロ
ミ
沖

絹
島
北
地
先

湊
川
尻
（
建
干
網
）

小
磯
北
山
水
落
地
先

絹
島
地
先

三
本
松
字
上
所
地
先

三
本
松
字
古
川
地
先

小
磯
北
山
土
取
場
地
先

白
鳥
町
湊
堀
切
地
先

番
屋
小
浦
地
先

横
内
松
の
内
地
先

西
村
下
所
ク
ロ
ミ
地
先

双
子
島
沖

丸
亀
島
南
東
地
先

丸
亀
島
女
島
鯏
付
地
先

１

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

４

ｌ

ｌ

Ｄ

、

Ｐ

Ｉ

１

４

１

１

４

１

チ
ヌ
、
コ
ノ
シ
ロ
、
タ
イ
、

ス
ズ
キ
、
サ
バ

ス
ズ
キ
、
ア
ジ
、
チ
ヌ
、
コ

ノ
シ
ロ

チ
ヌ
、
カ
レ
イ

イ
ナ

コ
ノ
シ
ロ

チ
ヌ
、
タ
イ

チ
ヌ
、
カ
レ
イ

チ
ヌ
、
カ
レ
イ

コ
ノ
シ
ロ

チ
ヌ
、
カ
レ
イ

チ
ヌ
、
カ
レ
イ

チ
ヌ
、
カ
レ
イ

チ
ヌ
、
カ
レ
イ

チ
ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
イ
チ
ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
イ
，

チ
ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
少
イ

チ
ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
イ
チ
ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
イ

漁
猶
物
一
税

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

計
四
・
三
○

計
八
・
○
○

計
一
九
・
六
五

計
七
・
八
五

二
・
一
五

・
九
○

二
・
○
○

九
・
五
○

三
・
六
五

三
・
六
五

一
・
六
○

三
・
五
○

三
・
二
五

三
・
二
○

二
・
七
○

計
七
・
二
五

円
銭

三
・
五
五

●

五

額
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特
別
漁
業

イ
ワ
シ
地
び
き
網

免
許
名

タイ、サワラ桝網
〃 〃 〃

称
一
免
許
番
号

上 八
記九九九八八八八八八八
以○○○九八四七七六六
外四一○九六’三二七六

八
六
三
’

八
六
五

七七七七
七七六六
四三八七

四四四

九九九
五四三

四
九
二

’

横
内
浜
出
沖

丸
亀
島
沖

絹
島
沖

馬
篠
北
山
沖

小
磯
北
山
沖

双
子
沖
（
松
原
浦
所
有
）

三
本
松
築
港
沖

古
川
沖

三
一
件

横
内
地
先

馬
篠
田
尻
東
地
先

丸
亀
島
地
先

番
屋
地
先 漁

場
位
腫
一
漁
漉
物
一
税

I

l
l チ

ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
イ
チ
ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
イ
チ
ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
イ
チ
ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
イ
チ
ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
イ
チ
ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
イ
チ
ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
イ
チ
ヌ
、
タ
イ
、
サ
ワ
ラ
、
カ

レ
イ

イ
ワ
シ
、
ア
ジ
、

マ
ス
、
タ
チ

サ
バ
、
力

○
・
五
○
Ｉ
計
二
八
・
一
○

○
・
八
五小
計
二
一
二
・
二
五

計
九
・
九
五

計
一
三
・
二
五

計
一
三
・
九
○

計
一
一
・
六
○

計
一
七
・
六
五

計
五
・
三
五

計
一
三
・
○
五

額円
銭

計
六
・
九
○

二

五

一
二
・
一
五

一
二
・
一
五

六
・
四
○
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小
鮎
地
び
き
網

″

ボ
ラ
地
び
き
網

″″

イ

ワ

シ

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃地
び

き
網

免
許
名
称
一
免
許
番
号
一
漁
場
位
澄

〃 〃1

1

三
八
六
’

三
八
八

四
八
六

四
八
七
’

四
九
一

三
八
九

三
九
○

五五

○○
七六

五五五五五五四四四四
○○○○○○九九九九
五四三二一○九八七六

三
本
松
浦

湊
浦

神
社
裏
、
大
網
代
、
須
加
、

湊
川
尻

馬
篠
田
尻
、

村
、
横
内
、

馬
篠
北
山
芋
谷
地
先

誉
田
川
尻
辺
地
先

三
本
松
西
浜
、
東
浜
地
先

白
鳥
村
大
字
湊
川
西
地
先

絹
島
地
先

馬
篠
北
山
平
谷
地
先

西
村
地
先

白
鳥
村
大
字
湊
地
先

松
原
村
大
字
松
原
松
東
地
先

松
原
村
大
字
松
原
大
綱
代
地

先松
原
村
大
字
松
原
不
動
浦
地

先白
鳥
神
社
裏
地
先

番
屋
小
浦
、
西

三
本
松
の
各
浦

漁
狸
物’

各
一
円
九
五
銭
九
・
七
五

各
一
円
二
五
銭
五
・
○
○

税

・
六
五

・
六
○

総
計
四
八
六
・
三
五

一
七
・
一
五

小
計
一
七
八
・
四
五

六八七二八六五七四六
． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・円
四五一一○四○一九四
○○五五○○○五○○

銭

六
・
四
○

額
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表10許可及届出漁業税平均税額

（一部のみ抜粋）

釣
・
引
き
網
な
ど
の
漁
業
で
あ
る
。
税
は
表
一
○
の
「
許
可
及
届
出
漁
業
税
平
均
税
額
」
に
そ
の
浦
の
漁
業
ご
と
の
着
業
統
数
を
掛
け
、

合
計
額
を
村
の
漁
業
者
個
人
の
漁
痩
状
況
に
応
じ
て
適
宜
等
級
割
し
て
個
人
に
賦
課
し
た
。

次
の
表
二
「
大
正
十
五
年
度
三
本
松
漁
業
組
合
員
漁
猶
状
況
」
で
当
時
の
三
本
松
浦
で
操
業
の
漁
業
種
類
数
と
漁
狸
高
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
チ
ヌ
桝
網
二
五
統
は
タ
イ
・
サ
ワ
ラ
桝
網
の
こ
と
で
漁
狸
高
も
全
体
の
六
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。

次
が
イ
ワ
シ
地
引
き
網
七
統
に
、
ハ
モ
配
縄
、
ア
ナ
ゴ
配
縄
、
ス
ズ
キ
桝
網
、
そ
の
他
の
順
で
あ
る
。
七
軒
く
ら
い
の
タ
イ
・
サ
ワ
ラ

桝
網
業
者
は
、
イ
ワ
シ
地
引
き
網
や
そ
の
他
の
網
も
併
せ
持
ち
、
大
き
な
存
在
で
あ
る
。
つ
い
で
延
縄
・
雑
魚
桝
網
そ
の
他
の
漁
業
者

と
い
う
大
枠
組
は
、
戦
後
ま
で
続
い
た
。

こ
の
年
の
漁
謹
高
を
漁
業
種
類
ご
と
に
、
漁
獲
物
を
等
量
と
仮
定
し
、
別
表
一
二
の
推
定
魚
価
で
算
出
し
た
の
が
表
三
に
あ
る
「
推

| 税 額菰 類

円銭
1.“網

網
釣
り
網
網
網
網
網
網
網
縄
縄
網
漕
網
網
縄
網
釣
り
掛
網

酒
ち
纈
椅
鍵
峰
瑳
高
峰
嘩
嵯
壷
輯
刺
コ
リ
流

流

ピ
Ⅱ
〃
．本サ
オ

ー
フ

ラ
火
”
拒
弛
ル
ー
蝉
．
杉
マ
ば

ワ
マ
ウ

ヨ

ピ

ェ
ご
ポ
点
イ
ィ
ポ
中
イ
カ
ィ
タ
ィ
サ
ナ
し
サ
配
建
一
イ
ナ
ト

1．45

５
５
８
２

1．35

90

1．35

6．50

1．45

40

35

1．15

70

20

20

8．55

1．35

95

50

55

20

10

20

二
十
五
年
の
一
万
九
六
○
メ
ー

ト
ル
、
干
潮
時
二
八
尋
で
あ
ろ

う
。
次
は
イ
ワ
シ
網
漁
業
で
、

税
額
一
七
八
円
四
五
銭
、
三
六

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
後
は
昔

か
ら
の
し
き
た
り
に
よ
っ
て
操

業
し
て
き
た
慣
行
専
用
及
び
地

先
専
用
漁
業
権
に
よ
っ
て
営
ま

れ
る
、
各
種
の
建
網
・
建
縄
．
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表11 大正15年度三本松漁業組合員漁狸状況

※
漁業種類 統数 漁 漉 物 漁漉高推定漁猶量

円 kg’
ボラ地びき網 ボラ、 イナ、セイ、コ

ノシロ

イワシ

イワシ

雑魚、 イカナゴ

イカナゴ

タイ、サワラ、チヌ、
カレイ、ニベ、ハギ

スズキ、チヌ、カレイ

イカ、ﾉ、マチ、コノシロ

コノシロ

カレイ

ポラ

カレイ、チヌ、ゲタ、
カニ

カレイ

コチ

ナマコ

タコ

アナゴ

ノ、モ

ハモ、チヌ、タイ、カ
レイ、 メバル

イイダコ

トピウオ

ェビ

タイ

イカ

ボラ、 イナ、セイゴ、
コノシロ

2 4” 714

イワシ地びき網

イワシ船びき網

雑魚地びき網

イカナゴ地びき網

チ ヌ 桝網

41,429

4，286

267

2,000

29,565

７
７
２
８
５２

5，800

6”

80

300

23,800

スズキ桝網 12 1,000 1,754

網
網
網
網

桝
建
口
瀬
建
建

シ
イ
ラ

ノ
レ
コ
カ
ポ
藻

34

577

283

446

５
０
０
０

３
３
３

20

3”

150

250

カレイ沖建網

コ チ沖建網

ナマ．漁業

大 ダ コ 縄

アナゴ配縄

ハ モ 配縄

雑魚配縄

96

360

59

267

5,OOO

3,333

1,271

４
３
２
３
５
５
０

１
１
１

50

180

10

80

1，500

2,000

750

イ イ ダコ縄

トビウオ流網

桁付エビ漕綱

ご ち 網

イカ巣びき網

突魚漁業

38

71

227

15

207

446

１
２
５
１
４
１

15

25

50

17

60

250

' 37,687 1 92,745計

(識讓繍謹溌繍震騎蕊蕊組合議事録｣より）
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定
漁
狸
量
欄
」
で
あ
る
。
量
的
に
は
な
ん
と
い
っ
て
も
イ
ワ
シ
網
で
あ
る
。
タ
イ
専
漁
の
「
ど
ち
網
」
は
一
統
で
、
タ
イ
桝
網
が
盛
大

に
な
っ
た
た
め
に
衰
微
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
大
正
十
四
年
の
五
月
一
日
に
タ
イ
・
サ
ワ
ラ
桝
網
で
、
沖
か
ら
二
回
に
運
ぶ
ほ
ど

ど
し

の
大
漁
が
あ
り
、
後
々
こ
の
豊
漁
年
を
称
し
て
「
ゴ
オ
タ
ン
ャ
年
」
と
い
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
五
月
一
日
は
三
本
松
前
山
の
真
宗
興
正

ゆ
さ
ん

派
説
教
所
の
お
祭
り
で
、
三
本
松
の
人
々
は
、
弁
当
持
参
で
遊
山
に
で
か
け
る
風
習
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
ゴ
オ
タ
ン
ャ
」
と
呼
ん
だ
。

タ
イ
・
サ
ワ
ラ
桝
網
は
、
大
正
九
年
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
水
産
試
験
場
の
調
査
に
よ
る
と
表
一
三
の
と
お
り
で
豊
凶

表12大川郡の魚価調

(1kg当たり）

明
治
二
八
年

明
治
四
一
年

大
正
九
年

昭
和
三
年I

践屈

5．3

7．0

3.1

14.6

錨皿

4．5

3.2

13.3

8.2

41.5

35.6

25.2

13.8

39.2

17.1

16.8

16.3

24.9

21.8

円銭皿

14．1

15．2

27．1

26.1

1.29.9

68．3

38．2

51．5

82．1

31．4

44．2

26．7

51.1

1.02.8

77.0

44．7

62．5

27．3

33．5

45．3

円践皿

16.0

48．3

26.7

1.23.3

57．7

55．4

マイ ワ シ

セグロイヮシ

サ パ

フ カ

タ イ

チ ヌ

ヒ ラ メ

カ レ イ

サ ワ ラ

ア ジ

カ マ ス

ト ピゥオ

ポ ラ

ウ ナ ギ

ス ズ キ

I０
８

Ｃ
Ｏ

８
８ 89.5

36.5

38.8

53.0

62.3

8.2

ロ
モ
カ
コ
コ
ピ
ピ
コ
ニ
キ

シ
ダ
ェ
マ
マ

ノ
イ
０
レ
ノ

コ
ハ
イ
タ
イ
エ
ク
ナ
カ
カ

12.5

２
４

●
●

７
６

12.4 29.7

27.56.1

3.1 5.3 28.4 17.9

80.0

3.6 2.1 11.6 11.1

43.0

1.4 9.3 5.0

(資料「県統計書」より）
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第5章水産業

表13大正10～13年度タイ・サワラ桝網漁狸調
(単位:kg)

"wf l 革一厩藪F｢|ｻﾜ非ぺ|ｶﾚｲ|その他’ 間期

｜

’
].5951 3．8481 50．944

浦 ｜大正13年’ 151 3,679 5／1～5/10

'5/'~5/'0諏蒲｢天面犀T41 ',2'91 1 1
'5/'~5/'6浦大13 4 1275

’目鶚|篭鵠引田満’
猪ノ池沖4/14～6/811,964大正10年

松島沖4/14～6/81,691大正10年

(資料大正10～13年度「県水試業務功程」より）

差
が
大
き
い
。

「
こ
の
年
の
大
川
郡
の
エ
ビ
漁
漉
高
は
、
八
万
一
六
○
○

エ
ビ
漕
漁
業

貫
、
二
三
万
二
三
○
○
円
で
タ
イ
七
○
万
円
、
サ
バ
三
七
万

円
に
つ
い
で
第
三
位
で
あ
る
。
（
中
略
）
小
磯
か
ら
折
野
沖
十
尋
線
以
内
で
エ

ビ
漕
を
し
、
蕪
越
崎
か
ら
島
田
島
に
至
る
一
帯
の
沖
合
航
路
筋
以
内
は
打
瀬
網

に
よ
る
。
エ
ビ
漕
網
は
四
月
上
旬
か
ら
始
ま
り
最
初
は
三
’
四
升
ぐ
ら
い
、
六

月
中
旬
’
七
月
中
旬
が
盛
漁
期
に
し
て
八
月
中
旬
に
終
わ
る
。
大
潮
時
を
中
心

に
一
潮
間
に
十
日
ぐ
ら
い
操
業
し
盛
漁
期
に
は
一
隻
二
人
乗
り
で
二
・
五
’
三

・
五
斗
の
漁
狸
を
普
通
と
す
。
（
中
略
）
価
格
は
一
升
四
○
’
五
○
銭
、
盛
漁

期
は
二
○
銭
で
製
造
業
者
が
買
い
取
り
し
、
雑
魚
は
エ
ピ
ニ
、
三
斗
の
中
四
、

五
○
○
匁
以
下
を
普
通
と
す
。
こ
の
ほ
か
総
量
の
三
、
四
割
の
ヒ
ト
デ
・
ウ
’
一
・

介
類
・
力
｜
一
等
を
混
入
す
。
」
（
香
川
水
試
「
大
正
十
四
年
次
業
務
功
程
」
よ
り
）

や
や
長
文
に
な
っ
た
が
、
こ
の
エ
ビ
漕
は
本
業
と
す
る
者
は
も
ち
ろ
ん
、
半
農

半
漁
の
人
た
ち
も
多
数
操
業
し
、
盛
漁
期
に
は
イ
カ
ダ
を
流
す
ご
と
く
海
上
い

っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
。
津
田
・
小
田
・
鳴
戸
・
折
野
な
ど
の
打
瀬
船
が
三
本
松
・

馬
篠
に
漁
獲
物
を
水
揚
げ
し
、
こ
の
中
か
ら
エ
ビ
と
テ
グ
リ
ジ
ャ
コ
を
選
り
分

け
る
の
が
女
子
ど
も
の
賃
仕
事
で
一
升
が
一
銭
で
あ
っ
た
。
赤
沢
五
平
・
赤
沢
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タ
イ
・
イ
ワ
シ
地
引
き
網
と
共
に
当
地
の
戦
前
の
漁
業
を
代
表
す
る
も
の
で
、
桝
網
は
備
前
日
生
の
漁
師
が
考
案
し
た
と
い

サ
ワ
ー
フ
桝
網
わ
れ
る
。
鯛
錯
桝
網
は
明
治
三
十
年
ご
ろ
小
豆
郡
で
始
め
ら
れ
、
大
正
八
年
ご
ろ
沖
合
の
大
型
桝
網
の
側
網
の
一
部

に
サ
ワ
ラ
流
網
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
の
鯛
鰭
桝
網
が
出
来
上
が
っ
た
。
桝
網
の
一
般
的
な
形
は
垣
網
（
道
網
）
と
側
網
の
二

大
部
分
か
ら
な
り
、
側
網
は
多
角
形
を
な
し
そ
の
各
角
に
は
魚
を
陥
入
さ
せ
る
袋
網
が
あ
り
計
六
か
所
付
い
て
い
る
。
昭
和
四
十
年
ご

ろ
か
ら
奥
の
側
網
に
さ
ら
に
鼠
捕
り
式
の
袋
網
が
付
い
た
改
良
桝
網
も
使
わ
れ
て
い
る
。

昭
和
二
十
年
ご
ろ
の
鯛
錆
桝
網
漁
業
者
は
三
本
松
の
中
川
三
吉
・
中
石
菊
太
郎
・
田
中
豊
・
田
中
光
次
郎
・
大
津
三
吉
・
大
津
虎

一
・
中
石
甚
七
・
中
石
岩
太
郎
及
び
馬
篠
の
渡
辺
芳
治
で
あ
る
。

梅
吉
・
中
石
吉
太
郎
な
ど
が
こ
れ
を
干
し
エ
ビ
や
む
き
エ
ビ
に
し
て
、
当
地
方
や
京
阪
神
へ
出
荷
し
た
。
高
馬
力
漁
船
に
よ
る
今
の
底
”

引
き
網
の
一
日
平
均
漁
穫
二
、
三
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
比
べ
減
り
方
の
ひ
ど
さ
に
驚
く
。

大
正
九
年
の
水
試
の
「
業
務
功
程
」
に
三
本
松
の
ボ
ラ
漁
業
調
査
と
し
て
「
漁
具
・
地
び
き
網
、
囲
刺
網
、
中
高
網
、

ボ
ラ
漁
業

十
二
月
一
日
（
旧
十
一
月
二
五
日
）
丸
亀
島
磯
ボ
ラ
三
○
○
○
尾
、
一
尾
一
五
○
匁
、
一
尾
平
均
四
二
銭
。
三
月

四
日
湊
川
小
ボ
ラ
三
○
○
○
尾
、
一
尾
九
○
匁
、
一
尾
平
均
一
七
銭
五
厘
、
セ
イ
ゴ
ニ
○
○
○
尾
、
一
尾
六
銭
。
三
月
八
日
ボ
ラ

八
○
○
○
尾
。
大
潮
に
操
業
し
不
成
績
な
り
。
主
な
る
漁
場
は
湊
川
裾
磯
の
鼻
漁
場
、
大
あ
じ
ろ
漁
場
、
小
磯
、
馬
篠
、
松
原
蕪
越
漁

場
と
す
。
」
と
あ
る
。
大
潮
で
不
漁
で
さ
え
当
時
は
こ
の
量
で
あ
る
。

第
七
節
戦
前
の
主
な
漁
業
と
網
元
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当
時
の
網
元
は
、
三
本
松
は
中
川
三
吉
・
中
石
菊
太
郎
・
田
中
豊
・
中
石
嘉
吉
・
中
石
吉
太
郎
・
中
川
松
太
郎
・
山
崎
粂
吉
、
誉
田

浦
は
森
本
栄
太
郎
・
米
田
治
平
、
小
磯
浦
は
楠
田
照
吉
・
楠
田
喜
代
松
・
田
中
大
吉
（
上
記
二
名
は
共
同
）
・
田
中
浅
吉
、
馬
篠
浦
は
渡

辺
長
太
郎
・
北
條
三
吉
・
野
々
宮
善
平
ら
で
あ
る
。

イ
ワ
シ
地
引
き
網
の
漁
業
権
は
、
馬
篠
浦
か
ら
犬
戻
り
ま
で
に
一
七
か
所
あ
っ
た
が
、
網
の
引
き
揚
げ
場
所
は
東
か
ら
大
網
代
・
宮
の

浦
・
磯
ノ
鼻
・
堀
切
・
板
原
・
与
田
浦
・
小
浦
・
猪
ノ
池
・
平
谷
・
角
が
鼻
・
丸
亀
島
の
二
か
所
に
い
つ
か
ら
か
集
約
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
漁
場
で
の
二
一
統
の
網
遣
い
の
順
番
を
決
め
る
た
め
年
二
回
く
じ
引
き
を
し
た
。
く
じ
は
丸
亀
島
は
一
番
の
み
と
し
、
ほ

か
の
場
所
は
一
番
二
番
を
つ
く
り
合
わ
せ
て
二
一
に
し
、
六
月
か
ら
盆
ま
で
と
盆
か
ら
十
二
月
末
ま
で
と
に
分
け
た
。

イ
ワ
シ
は
群
れ
を
な
し
て
お
り
、
朝
夕
海
面
に
浮
き
上
が
る
性
質
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
各
漁
場
の
一
番
は
日
の
出
ま
で
に
片
手
網

船
だ
け
で
も
そ
の
漁
場
に
い
な
い
と
番
は
消
滅
、
次
の
二
番
が
番
と
な
る
。
一
番
が
引
き
終
わ
る
と
二
番
が
引
く
か
、
二
番
が
い
な
い

と
き
は
先
着
順
で
引
く
。
翌
日
は
一
番
、
二
番
の
順
が
交
代
す
る
。
三
日
目
に
は
次
の
漁
場
へ
移
る
。
丸
亀
番
の
者
は
、
二
日
目
も

明
治
十
年
に
は
横
内
村
に
二
帖
、
馬
篠
村
に
二
帖
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
末
年
も
誉
水
村
二
帖
で
あ
る
。
三
本
松
は
大
正
十
五
年
で

も
七
帖
で
あ
る
。
終
戦
当
時
は
三
本
松
七
、
誉
田
浦
二
、
小
磯
浦
三
、
馬
篠
浦
三
、
湊
浦
二
、
松
原
浦
四
の
合
計
二
一
統
の
網
が
あ
っ

帖
、
崖

な
い
。

た
ロ

イ
ワ
シ
大
内
町
の
イ
ワ
シ
地
引
き
網
は
『
津
本
家
文
書
』
に
天
明
七
年
（
一
七
八
九
）
堤
与
九
郎
が
石
川
安
左
衛
門
に
出
し

地
引
き
網
た
「
三
本
松
村
明
細
」
に
、
地
引
き
網
七
帖
と
あ
る
の
が
古
い
記
録
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
藩
政
時
代
に
は
小
磯
浦
四

、
馬
篠
浦
一
帖
が
「
丹
生
村
網
代
明
細
帳
控
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
小
磯
浦
の
も
の
は
元
禄
年
中
仕
卸
と
あ
る
が
真
偽
は
明
ら
か
で
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漁
業
経
営
数
の
戦
後
の
大
内
町
の
漁
業
個
人
経
営
体
数
は
表
一
四
の
よ
う
に
変
動
し
て
い
る
。
昭
和
二
十
四
年
に
は
一
四
八
あ
る

減
少
と
兼
業
が
、
そ
の
後
漁
狸
不
振
で
、
手
袋
産
業
に
転
換
し
た
者
が
多
く
、
東
浜
で
は
半
分
以
下
に
な
っ
た
。
昭
和
四
十
八

年
に
は
八
六
に
減
っ
て
い
た
が
昭
和
五
十
八
年
は
九
八
と
や
や
増
加
し
て
い
る
。
増
え
た
の
は
小
型
底
引
き
の
大
型
化
と
ノ
リ
養
殖
の

安
定
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
専
業
者
は
昭
和
二
十
四
年
の
六
一
か
ら
次
第
に
減
少
し
、
昭
和
三
十
八
年
に
は
九
と
な
っ
た
が
、
そ

の
後
は
ノ
リ
養
殖
の
発
展
も
あ
り
漸
次
増
加
し
、
昭
和
五
十
八
年
は
漁
家
の
半
数
近
く
が
専
業
に
な
っ
て
い
る
。
昔
農
村
の
浜
は
、
シ

ュ
ン
に
は
エ
ビ
や
イ
カ
を
漕
ぎ
、
夏
は
イ
ワ
シ
地
引
き
網
を
引
き
、
そ
の
間
は
農
業
に
従
事
す
る
半
農
半
漁
が
平
均
的
な
姿
で
あ
っ
た

が
、
昭
和
五
十
八
年
に
は
兼
業
者
の
う
ち
農
業
兼
業
者
は
三
名
に
す
ぎ
な
い
。
漁
業
外
雇
わ
れ
三
一
、
漁
業
雇
わ
れ
一
四
、
自
営
兼
業

が
、
昭
和
五
十
八
年
に
峰

一
番
で
引
き
、
三
日
目
に
は
大
網
代
へ
入
り
、
三
、
四
日
目
と
も
に
一
番
で
引
き
、
五
日
目
に
宮
の
浦
へ
移
る
と
い
う
要
領
で
全
員
が

二
日
ご
と
に
漁
場
を
移
動
す
る
。
遠
く
の
漁
場
へ
は
行
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
こ
へ
は
近
く
の
網
が
番
取
り
に
行
く
。
翌
日
太

陽
が
出
る
ま
で
に
一
番
、
二
番
と
も
来
て
い
な
い
と
き
は
番
取
り
し
た
網
が
操
業
で
き
る
。
番
取
り
は
前
日
印
樽
を
そ
こ
へ
置
い
て
帰

り
、
翌
日
、
日
の
出
ま
で
に
網
船
二
隻
と
も
漁
場
に
い
な
け
れ
ば
引
く
権
利
は
生
じ
な
い
。

四
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

漁
業
就
業
者
の
減
漁
業
従
事
者
に
つ
い
て
は
、
表
一
五
の
よ
う
な
数
字
が
あ
る
。
昭
和
三
十
三
年
が
異
常
に
多
い
の
は
、
当
時
ィ

少
と
後
継
者
不
在
ワ
シ
巾
着
網
に
農
業
の
人
が
多
数
雇
わ
れ
た
関
係
か
と
思
う
。
そ
の
後
は
表
一
六
の
と
お
り
漁
業
セ
ン
サ
ス
の

第
八
節
戦
後
の
漁
業
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表14専業兼業別漁業個人経営体数

本“ ｜瀞闘|小磯|馬篠i隼、逹’ 齢 ’ 資料名三

県統計年鑑昭和24年

寸 オ

漁業が主

漁業が掴

9 1 3附

| ]7 1 30 1 27 1 Ⅲ46 漁場利用基本
形態調査

昭和27年 72

専 業

漁業が主

漁業が従

２
４
１１

４
７
９

１ ９
０
８
１

63

40

43

38

19

15

内
訳

1

1

' 8 1 25 1 24 1 】'6 沿岸漁業臨時
調査

昭和33年 59

専 業

漁業が主

漁業が従

０
２
６

１
３
１
１
１

26

52

38

１
５
８
１

24

22

13

内
訳

’ 96 第3次漁業
センサス

昭和38年

専 業

漁業が主

漁業が従

９
３
４
６
２

内
訳

86 ’ 86 第5次漁業
センサス

昭和48年

専 業

漁業が主

漁業が従

25

50

11

25

50

11

内
訳

I

i 98 第7次漁業
センサス

昭和58年 98

専 業

漁業が主

漁業が従

46

31

21

46

31

21

内
訳

l
D

l

’
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表
一
五
町
村
別
漁
業
従
事
者
数

代

年
齢
別
就
業
者
数
の
示
す
如
く
、
こ
の
二
十
年
間
に
三
九
歳
以
下
が
、
二
九
人
か
ら
三
二
人

に
減
り
、
率
で
み
て
も
、
全
体
の
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
あ
っ
た
も
の
が
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
激
減

し
て
い
る
。
逆
に
四
○
歳
以
上
は
、
三
人
し
か
増
え
て
い
な
い
が
、
全
体
の
率
と
し
て
は
、
五
一

パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
に
増
え
て
い
る
。
特
に
こ
の
十
年
間
三
九
歳
以
下
は
二
○

パ
ー
セ
ン
ト
減
り
、
四
○
歳
以
上
が
そ
れ
だ
け
増
え
て
い
る
。
な
か
で
も
若
年
者
の
減
少
は
甚

だ
し
く
、
昭
和
五
十
八
年
の
漁
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
と
、
個
人
経
営
体
九
八
と
漁
業
従
事
者
世

帯
三
二
の
う
ち
、
二
四
歳
以
下
の
漁
業
従
事
者
は
二
人
に
す
ぎ
な
い
。
全
く
の
後
継
者
不
在
で

あ
る
。
こ
の
ま
ま
だ
と
十
五
年
後
に
は
漁
業
者
は
今
の
半
分
か
ら
三
分
の
一
に
な
る
だ
ろ
う
。

漁
労
作
業
の
機
械
化
は
従
業
者
を
落
網
で
二
○
’
二
二
人
要
し
た
も
の
が
一
四
、
五
人
に
な

ぐ

り
、
し
か
も
二
統
操
れ
、
地
引
き
網
の
二
○
’
二
五
人
、
巾
着
網
の
四
、
五
○
人
も
必
要
で
あ

っ
た
イ
ワ
シ
網
漁
業
が
、
昭
和
四
十
四
年
に
は
バ
ッ
チ
網
に
切
り
替
り
、
五
、
六
人
で
操
業
で

き
、
ま
た
小
型
機
船
底
引
き
網
で
も
一
人
で
で
き
る
な
ど
省
力
化
が
進
ん
だ
こ
と
が
か
え
っ
て

″
三
三
年

一
二
一
一
ハ

一

四

一
六
八

四
九
八

沿
岸
漁
業
臨
時
調
査

表16性別年齢別漁業就業者数

H |倉”

|認

性別I
1

男 女

年齢 ,'i"|2"i3!"|4I"|5!"|"|計 I'I"|4!"|5!"|"|計'i"|'
0～

29歳

時|熱 雑:| I i:| ,|:|il” 』")|剛
卿(獺

昭和38年

昭和48年

昭和58年

37 ０
１
０

１
１
４

26(9)

43(9)

(資料)蕊霧鞍…就業者の喜掲）
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表17主な漁業種類別経営体数

ﾊ|そ地
び
き
網

船
び
き
網

桝ば

磯
建
網

延 落 そ
の
他
の

ノ
リ
養
殖

小
型
機
船
底
び
き
網

サ
ン
マ
棒
受
網

サ
ケ
・
マ
ス
刺
網

そ
の
他
の
底
び
き
網

２
そ
う
あ
ぐ
り
巾
着
網

の
他
の
養
殖

マ
チ
養
殖

つ
ち
網

計釣

漁

網|蕊網縄

｝
沼 ｜ Ⅲ ’

’ 3
1 3
31 3

1 3

’ 21

’ 15321

20

15

WI
‐｜
‘’

９
３
８
１
０
０

１
１

１
１
１

昭和29年

昭和39年

昭和45年

昭和48年

昭和53年

昭和58年

４
２
１
４
２
９

１
２
１
１

71 2５
６
７
７
９
９

１
１
１
２
２

10

90

90

91

1

6

５
３
３
５
３

９
８
６
８
７

１
１

1

3６
２
１
２

15 4

22 4

21 71

3

1

105

991

後
継
者
が
他
産
業
に
就
職
し
や
す
く
な
り
、
ま
た
雇
わ
れ
漁
業
従
事
者
を
減

ら
す
結
果
に
な
っ
た
。
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
は
落
網
を
除
き
、
漁
労
賃
金

は
主
に
歩
合
制
で
あ
っ
た
の
が
月
給
制
に
な
り
、
こ
れ
が
一
面
機
械
化
を
推

し
進
め
従
業
者
を
減
少
さ
せ
て
い
る
。

漁
業
経
営
の
表
一
七
は
昭
和
二
十
九
年
か
ら
五
十
八
年
ま
で
の
三
十
年

内
容
の
変
化
間
の
「
主
な
漁
業
種
類
別
経
営
体
数
」
の
動
き
を
お
よ
そ

五
年
ご
と
に
み
た
も
の
で
あ
る
。
経
営
の
中
心
と
な
る
漁
業
と
し
て
、
昭
和

二
十
九
年
に
は
釣
・
延
縄
漁
業
が
七
三
戸
も
あ
り
全
体
の
ほ
ぼ
半
分
を
占
め

る
。
次
が
桝
網
と
落
網
漁
業
で
、
二
二
戸
、
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
磯
建
網
一

四
戸
な
ど
の
順
で
あ
る
。

こ
れ
が
昭
和
四
十
五
年
に
は
釣
・
延
縄
漁
業
は
、
二
一
戸
で
二
三
パ
ー
セ

ン
ト
に
激
減
し
、
代
わ
り
に
ノ
リ
・
ハ
マ
チ
養
殖
漁
業
が
九
戸
で
き
る
。
昭

和
五
十
八
年
に
な
る
と
底
引
き
網
漁
業
は
戦
車
漕
、
板
引
き
網
漁
業
等
に
大

型
化
し
、
そ
の
数
も
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
最
も
多
く
ノ
リ
養
殖
が
こ
れ
に
つ

い
で
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
増
加
し
て
い
る
。
経
営
の
中
心
を
こ
れ
ら
二
つ
に

置
く
者
が
全
体
の
半
分
を
占
め
る
。
ほ
か
に
ハ
マ
チ
養
殖
・
桝
網
・
落
網
・

バ
ッ
チ
網
な
ど
の
漁
家
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
釣
・
延
縄
・
磯
建
網
な
ど
小
規
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昭
和
二
十

漁
法
の
変
遷

九
年
か
ら

五
十
五
年
ま
で
の
大
内
町
に

お
け
る
「
海
面
漁
業
・
海
面

養
殖
業
の
着
業
統
数
表
」
・

「
階
層
別
経
営
体
数
」
・
「
イ

ワ
シ
網
及
び
底
引
き
網
漁
業

の
漁
業
種
類
別
漁
漉
量
」
を

表
一
八
、
図
四
’
六
に
掲
げ

る
。
こ
の
期
間
の
変
化
を
要

約
す
る
と
、

１
ノ
リ
、
ハ
マ
チ
等
養
殖

業
が
始
ま
り
、
特
に
ノ
リ

養
殖
の
経
営
に
占
め
る
比

模
漁
家
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
と

るい
◎
つ

た
構
成
に
な
っ
て
い

40 一

3～5t動力鶴

36

32

28

ミソ会
1～3t

動力紙

3～5t

動力船

A/ のり綻班24

謙
蚤火

20

16
1～31動力船

12

･小型定祇桐

1t米桝動力船

はまち錐賊

無動力船８
４
０

…-.ｧ篭g←----全基__ﾆｰｰ.‘p-‘､--マ"・
＝

グヴウ

クーー､や~タグゆ ●デタのり養耽
1t唯澗 無勤J船

S40 41 42 43 44 45 46 47 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57

図4 階層別経営体数
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図5 イワシ漁業種類別漁穫厨
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千kg
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270
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1”
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150
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０
０
０
０
０
．
０

９
７
５
３
１
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S32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

底引き網類漁獲量調図6

重
が
大
と
な
っ
て
き
た
。
捕
る
漁
業
か
ら
つ
く
る
漁
業
へ
の
転
換

の
一
歩
で
あ
る
。

２
旧
幕
時
代
か
ら
漁
業
の
大
宗
で
あ
っ
た
イ
ワ
シ
漁
業
の
漁
法
の

変
遷
で
あ
る
。
回
涯
を
待
つ
地
引
き
網
か
ら
、
集
め
て
捕
る
漁
法

に
、
さ
ら
に
探
し
て
捕
る
バ
ッ
チ
漁
業
に
変
わ
り
、
イ
ワ
シ
の
群

れ
の
小
型
化
に
対
応
し
た
漁
具
の
採
用

３
操
業
皆
無
又
は
そ
れ
に
近
い
漁
業
の
増
加
。
汐
打
瀬
、
中
高
網
、

カ
レ
イ
・
カ
ニ
建
網
、
一
本
釣
と
撒
餌
釣
、
ハ
モ
縄
、
イ
カ
ナ
ゴ

地
引
き
網
、
イ
カ
巣
並
び
に
、
サ
ケ
・
マ
ス
・
サ
ン
マ
・
マ
グ
ロ

な
ど
の
県
外
漁
業

４
操
業
が
著
し
く
減
少
し
た
漁
業
。
ア
ナ
ゴ
延
縄
、
タ
コ
壺
縄
、

イ
サ
リ
な
ど
。

５
漁
具
の
大
型
化
に
よ
る
変
化
。
漕
網
類
が
小
型
機
船
底
引
き
網

の
大
型
化
に
変
わ
る
。

ら
ん
か
く

こ
れ
ら
の
変
化
は
、
自
然
発
生
量
に
比
し
て
の
濫
穫
、
漁
場
汚
染

な
ど
に
よ
る
魚
資
源
の
減
少
と
高
賃
金
時
代
に
よ
る
労
働
力
の
流
出

な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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海面養殖業の業者統数

38

I
そ
の
他
の
小
型
定
亜

イ
ワ
シ
巾
諦

蓋
つ
ち
網

，
ｂ イ
ワ
シ
船
曳
網

イ
ワ
シ
地
曳
網

イ
カ
ナ
ゴ
地
虫
網

雑
魚
地
曳
網

イ
カ
巣

イ
サ
リ

振
躯
延
縄

サ
ン
マ
作
受
網

孵
掘
流
刺
網

サ
ン
マ
流
刺
網

近
海
ま
ぐ
ろ
延
縄

そ
の
他
の
漁
業

の
り
養
殖

ハ
マ
チ
養
殖

タ
コ
養
殖

フ
グ
養
殖

わ
か
め
養
殖

マ
ス
養
殖

タ
イ
養
殖

マ
ァ
ジ
養
殖

計

経
営
体
数

昭荊
29

4 13 24 1 32 27 3 3 3 2 408 153

30
6 10 9 5 27 33 3 4 3 10 492

31
4 7 10 24 26 1 1 1 416

32
4 2 35 24 1 1 3 398

33
3 3 4 30 27 2 2 4 378

34
2 0 12 2 2 1 3 251

35
2 1 3 10 11 1 2 1 3 264

36
2 0 3 10 11 1 2 265

37
1 10 14 1 1 2 3 269

38
1 7 10 11 10 1 1 244 97

39
4 14 28 19 1 1 339 90

40
1 9 15 9 1 5 3 226 83

41
7 16 1 10 1 3 3 189 83

42
5 13 7 1 2 176 78

43
6 14 4 2 179 104

44
8 5 7 5 15 4 203 94

45
6 4 8 4 17 7 199 90

46
6 8 Ｐ

、 17 6 I
P

83 89

47
6 3 3 19 7 1 77 89

48
一
。 5 1 27 7 1 2 157 91

49

ー

、 4 2 50 6 5 1 90 97

50
6 6 4 25 11 2 1 1 47 97

51
5 8 1 23 12 1 99 104

52
6 8 1 26 12 1 1 72 99

53
3 3 1 26 10 3 3 1 94 122

54
3 9 7 27 8 5 2 1 87 106

■■ｰ

｡③
2 1 11 5 27 8 3 2 200 103
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表18大内町における海面漁業

39

エ
ビ
洲

（
驚
圃
力
）

②

ナ
マ
コ
漕

貝

桁

澗

戦

･jli

湖

そ
の
他
桁
澗

汐
打
瀬

板
ぴ
き
網

そ
の
（
■
ｎ
列
）

他
の
唯
曳

中
商
網

カ
レ
建
網

カ
ニ
迩
網

そ
の
他
の
刺
網

ア
ジ
ー
木
釣

タ
コ
一
本
釣

イ
カ
一
本
釣

そ
の
他
の
釣

撒
餌
釣

ハ
モ
延
繩

ア
ナ
ゴ
延
繩

そ
の
他
の
延
繩

タ
コ
蕊
抑

ァ
ジ
落
網

タ
イ
桝
網

そ
の
他
の
桝
網

昭荊
29
26 6 8 4 4 11 43 4 8 25 49 38 29 4 10 27

30
36 9 4 6 1 3 58 31 31 37 47 48 8 22 4 10 27

31
18

~

｡ 11 8
毎
埼
哩 41 20 41 31 45 8 11 3 46 49

32
15

ー

｡ 7 10
U■

、 8 33 1 19 37 26 43 4 0 4 42 49

33
18 6 2 2 17 50 9 14 16 40 10 6 4 45 44

34
17 2 1 1 7 26 3 12 6 29 12

ウ
》 4 45 32

35
23 30 1 13

再
〃
０ 26 13 0 ､1 45 37

36
20 7 32 1 10 9 14 8 3 43 29

37
21 14

F

③ 45 2 ウ
ー 9

《
誼
〃
色 23 7

ウ
】 65

38
17

■■

⑤ 17 32 1 1 14
■
ひ 23 1 12 3 40

ワ
ー
ヮ
Ｐ

39
26 8 10 54 4 10 0 30 44 18 3 35 25

40
24 26 29 2 8 4 1 19 21 12 3 24

41
16 19

戸
ｎ
Ｕ

－
ｎ
夕
』 8 4 3 71'｣ 13 3 28

42
21 21 21

ｰ

、 ｡$ 9

ウ

1 1 8 6 3 29

43
25 29 23 ’

”

、 6 71
1

21 7
1

3 26

44
28 17

一

ひ 28 ｜
イ

6 2 3 8
｜
’

Q

319 3 27

45
23 7 19 25 6 3 3 ’ 016 4 27

46
25 一

⑨ 9 24
ワ
》 3

二
。

I

OI lO
l

3 25

47
22 6 6 9 22

ワ
｝

幻

③ 4 0 12 3 27

48

F

D
↑
３ 6 20 18 2 3 4 0 9 3 24

49
14

ー

3 7 9 20 1 3 12 0 10 3 23

50
11 6 4 25

ワ
】 12 10 3 27

51
12 20 15 25 3 9

ー

、 9 3 81

52
11 9 17 26 1 10

P

⑨ 3 3 66

53
13 10 16 22

ワ
】 I 1 9 15 ワ

ー 81

54
3 6 14 ワワ

画一 3 1 6 4 6 ワ
ー 79

＝■■

③③
1 28

ー

a 33 28 ワ
ー 1 8 1 10 3 21
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漁
法
の
変
化
と
共
に
、
網
地
も
昔
使
わ
れ
た
麻
が
明
治
三
十
年
代
に
木
綿
網
に
な
り
、
昭
和
二
十
五
、
六
年
ご
ろ
か
ら
化
学
繊
維
が

出
現
し
た
。
繊
維
の
化
繊
化
に
伴
い
桐
製
浮
子
に
代
わ
っ
て
合
成
浮
子
が
で
き
、
こ
れ
に
よ
り
網
干
し
回
数
が
減
り
操
業
の
能
率
化
が

戦
後
の
漁
獲
量
資
料
と
し
て
、
表
一
九
の
昭
和
二
十
六
年
水
産
庁
調
「
漁
場
利
用
基
本
形
態
調
査
」
の
漁
漣
量
調
が
あ
る
。
こ
れ
に

よ
る
と
当
時
は
、
イ
ワ
シ
巾
着
網
が
町
全
体
漁
獲
量
の
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
五
四
一
ト
ン
、
次
が
延
縄
の
七
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
五
八
ト

ン
、
桝
網
が
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
五
ト
ン
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
三
十
二
年
以
後
の
漁
獲
量
を
四
年
ご
と
に
区
切
り
年
平
均
を
出

し
た
の
が
表
二
○
で
あ
る
。
全
漁
獲
量
で
は
次
第
に
減
少
傾
向
の
よ
う
で
あ
る
。
イ
ワ
シ
類
を
除
い
た
魚
類
（
水
産
動
物
を
含
む
）
で

は
、
五
○
○
’
七
二
○
ト
ン
間
を
前
後
し
て
い
る
。

高
級
魚
の
減
少
、
個
々
の
魚
で
は
、
県
あ
る
い
は
瀬
戸
内
海
全
体
の
傾
向
と
同
じ
く
、
マ
ダ
イ
の
減
少
は
著
し
い
。
数
少
な
い
資
料

で
は
あ
る
が
、
水
産
試
験
場
の
調
査
に
よ
る
と
、
大
正
十
二
年
十
七
統
で
一
万
五
九
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
大
正
十
三
年
は
二
三
統
で
六
一

七
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
タ
イ
の
漁
獲
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
の
資
料
で
は
、
昭
和
二
十
五
年
に
三
本
松
で
タ
イ
・
サ
ワ
ラ
桝
網
三
六

統
に
タ
イ
一
万
二
四
四
尾
、
四
万
二
五
四
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
一
日
の
最
高
漁
獲
は
四
月
二
十
日
に
四
八
七
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

こ
の
年
は
二
一
六
○
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
沖
へ
出
て
い
た
よ
う
で
あ
る
・
昭
和
二
十
六
年
は
現
在
位
置
く
ら
い
で
、
四
二
統
で
五
四
五
一
尾
、

ゴ
の
順
に
な
る
。

で
き
た
。

漁
獲
量
の
大
内
町
沿
海
の
主
な
漁
獲
物
と
し
て
は
、
大
正
十
五
年
の
「
県
水
産
要
覧
」
で
は
ハ
モ
・
カ
レ
イ
・
エ
ビ
・
マ
ナ
ヵ

動
き
ツ
ヲ
・
シ
ビ
・
イ
ワ
シ
・
サ
ワ
ラ
・
サ
バ
・
ア
ジ
・
タ
チ
ウ
オ
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
二
十
五
年
の
「
水
産
概
要
」

に
は
カ
レ
イ
・
イ
ワ
シ
・
サ
ワ
ラ
・
ア
ジ
で
あ
る
。
最
近
の
漁
獲
物
は
イ
ワ
シ
・
コ
ノ
シ
ロ
・
カ
レ
イ
・
エ
ビ
・
サ
バ
・
ボ
ラ
・
ア
ナ
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表19昭和26年漁業種類別漁狸量

(単位:kg)

'三本綴|誉園縮小瞳|馬嬢
白鳥｜湊浦計 鎚羽村
本町

’ 7501

‘ ．“
12

748216,188

獺’
40,961

30,150, 1,

58 1

35,13

21,88

7， 9，315

:藁1
5,2311

:1
3，855，

210,30

28,00

鱸
丘巨②
6

91,22,74

餅:'1‘
2,0361

言
1,0651

296

，051
5661
2,1681
1,2451
,…’
1

■
■
■
■

睡
錆
哩
瀬
漕
則
諦
壺
篦

1，81 875縄
濫
α
エ
酌

338

328

86

386

50C

1、ロ

75
’

91 4,890 5 219

頚
769

1…’

，53 37

61

1，

1，

325

97

1，33 18

41，27 2，43 11,873 2， ,066 ， 500 ,346

638

繰
漕
叩

150

い,28
41

4,283 5,209
’I

'363,0071 29,2061245,6641111,1021748,9791 11,4561109,7401239,17】
(資料水産庁調「漁場利用基本形態調査」恥5）

一
万
六
一
四
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
前

年
の
半
分
以
下
で
あ
る
。
こ
れ
は

組
合
の
仕
切
伝
票
に
よ
る
数
字
で

あ
る
。

漁
業
は
豊
凶
の
差
が
大
と
は
い

え
、
昭
和
五
十
五
年
は
、
マ
ダ
イ

四
九
六
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
か

ら
昭
和
二
十
五
年
の
一
割
強
、
昭

和
二
十
六
年
の
三
○
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
ハ
モ
・
マ
ダ

コ
・
コ
ウ
イ
カ
な
ど
が
減
っ
て
い

る
。
増
え
て
い
る
も
の
に
コ
ノ
シ

ロ
・
ボ
ラ
・
カ
ニ
類
・
ス
ズ
キ
な

ど
が
あ
る
。
減
少
の
原
因
は
濫

穫
、
漁
場
汚
染
、
遊
魚
人
口
の
増

大
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
番

屋
川
・
誉
田
川
な
ど
の
川
尻
周
辺

4Z
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表20大内町海面漁業魚種別漁盤量調（昭和32～55年）

（単位:kg)

9 1 4(：

画 I 聖

類 1,509,6651 261,1581 367,7951 381,

f雲
ジ 137，

（ 1，

類 33，

モ 21，

イ 36，

ヌ 5，

ラ 18，

ラ 12，

ビ 36，

力 13，

コ 9，

コ 9，

イ 26，

キ 2，

ゴ 72，

ロ 3，

頓

｝ 】6，
の

カ

グ 13，

頚 1，

1 72
の

7k

。 ” |塾,噸‘,"‘| ｱ","|“"2 .7…| ，""‘| ‘"‘“
イワシ以外の

547,333 507,453 722,787 494,601 616,456, 598,708計

(資料農林統計）
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表21 漁業の管理料額

浦
三
、
番
屋
九
、
馬
篠
五
）
、
漁
業
者
四
八
人
、
年
産
四
、
五
億
円
に
達
し
、
漁
業

組
合
の
取
り
扱
い
額
で
は
鮮
魚
類
よ
り
は
る
か
に
多
額
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
漁
業
専
業
数
や
漁
業
を
主
と
す
る
者
が
増
加
す
る
な
ど

の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
海
上
の
養
殖
位
置
は
図
二
の
漁
場
図
の
区
、
ｌ
坊
が
ノ
リ
、
区
八
○
七
、
八
○
八
が
ハ
マ
チ
養
殖
で
あ
る
。

八
ハ
マ
チ
養
殖
Ｖ
ハ
マ
チ
養
殖
は
引
田
の
野
網
和
三
郎
が
安
戸
池
で
飼
育
に
成
功
し
た
の
が
噴
矢
で
あ
る
。
昭
和
三
十
四
年
ご
ろ

か
ら
企
業
的
に
有
利
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
多
額
の
設
備
投
資
を
要
す
る
築
堤
式
又
は
網
仕
切
式
が
そ
の
ほ
と
ん
ど

で
、
資
本
力
の
あ
る
一
部
の
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
三
十
六
年
か
ら
小
割
式
方
式
を
中
心
に
小
規
模
な
ハ
マ
チ
養
殖
漁
業
に
着
手

沖 桝網 ｜ －統につき ’ 2,500円
桝 網 ｜ 一統につき | 500円
（春のみ250円、秋のみ250円）

丘

カレイ桝網 ｜ 一統につき ’ 300円
網’ 一隻につき ’ ’00円建

ｼ曳網 ｜ 一統につき ｜ 」,000円イワ

｜
’

ｲｶﾅゴ地曳綱 ｜ 一統につき
寄 魚 '一漁場につき

円
円
叩
叩
３
０

９５

の
ア
マ
モ
・
ガ
ラ
モ
の
藻
場
の
衰
退
が
ひ
ど
く
、
こ
れ
は
川
の
汚
染
に
よ
る
も
の
と

い
わ
れ
る
。

昭
和
二
十
八
年
十
月
現
在
の
当
時
の
東
讃
漁
連
が
徴
収
し
た
漁
業
権
漁
業
の
管
理

料
額
が
、
各
網
の
漁
漉
額
の
多
少
を
知
る
手
掛
か
り
と
な
る
の
で
表
二
一
に
掲
げ
る
。

海
面
養
殖
八
ノ
リ
養
殖
Ｖ
大
内
町
の
ノ
リ
養
殖
は
昭
和
三
十
四
年
ご
ろ
六

漁
業
車
元
次
ら
二
、
三
人
が
番
屋
川
尻
で
支
柱
式
ひ
び
建
養
殖
を
始
め

た
。
当
初
は
ク
ロ
ノ
リ
が
思
う
よ
う
に
採
れ
ず
約
十
年
低
迷
し
た
が
、
人
工
採
苗
式

の
確
立
に
よ
り
昭
和
四
十
三
年
丸
亀
島
オ
カ
手
の
支
柱
建
か
ら
次
第
に
浮
流
し
式
へ

と
変
わ
り
、
四
十
六
年
か
ら
全
面
的
に
浮
流
し
式
を
採
用
す
る
。
作
業
が
主
と
し
て

冬
期
漁
閑
期
で
あ
る
こ
と
、
老
人
婦
女
子
の
家
族
労
力
も
あ
る
程
度
役
に
立
つ
な
ど

の
好
条
件
も
あ
っ
て
、
昭
和
五
十
九
年
に
は
、
ノ
リ
エ
場
二
五
（
三
本
松
八
、
誉
田
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表22大内町のノリとブリ謎殖の推移

リ 養 殖ノ

香
く
生

川県
ろのり
産量
百万枚

大

経営体数｜ 施

内 町

設 数 ｜ 生産

昭和年

量千枚

くるのり

｝まぜのり
あおのり

支柱式 80柵34 3

1

24

薬溌｝支柱式 7柵40 27 0.9

くるのり
まぜのり
あおのり

3,119
229

35

支柱式 40柵
浮流式1,930枚

45 168 17

浮流式5,350枚50 くるのり25333 13,032

浮流式5,280枚55 くるのり 25,250424 27

ブ リ

大

養
一
内

殖
一
町

昭和年

』 “．“ t
香川県
生産量

t

施 設

経営体数

小割数|面
職
㎡

34

40 2,000 ５
７
１
８
１

８
１３

192 13

45 3,434 15,500 141

50 5,552 39 9,984 180

55 9,296 38 3,800 378

す
る
者
が
出
始
め
た
。
大
内
町

で
は
昭
和
三
十
七
年
か
ら
始
ま

り
、
同
四
十
五
年
に
七
経
営
体

が
小
割
数
三
一
、
養
殖
面
積
一

万
五
五
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
の

飼
育
と
な
る
。
同
四
十
七
年
に

赤
潮
に
よ
り
三
三
万
尾
が
へ
い

死
し
、
一
億
五
○
○
○
万
円
の

被
害
を
受
け
る
。
以
後
経
営
数

は
ほ
ぼ
横
ば
い
状
態
で
あ
る
。

そ
の
後
五
十
二
年
ご
ろ
か
ら

は
、
赤
潮
時
期
に
王
越
沖
又
は

豊
島
家
浦
沖
へ
、
え
い
航
避
難

さ
せ
る
方
策
を
と
っ
て
い
る
。

近
年
は
冬
期
あ
る
い
は
正
月
前

の
価
格
購
貴
も
少
な
く
、
幼
稚

魚
の
高
騰
、
入
手
難
、
輸
送
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津
田
町
で
は
明
治
十
三
年
か
ら
朝
鮮
海
出
漁
が
始
ま
っ
た
。
県
は
大
正
元
年
に
水
産
試
験
場
長
を
団
長
に
「
香
川
県

朝
鮮
海
出
漁

朝
鮮
海
出
漁
団
」
を
組
織
し
出
漁
者
の
保
謹
奨
励
に
努
め
た
。
こ
の
出
漁
団
に
大
正
三
年
三
本
松
の
米
田
政
吉
・
富

田
藤
吉
・
三
代
崎
三
吉
ら
六
隻
二
四
人
が
タ
イ
・
ハ
モ
縄
漁
業
に
加
わ
り
、
羅
老
島
・
巨
文
島
沖
で
五
月
初
旬
か
ら
六
月
下
旬
ま
で
操

業
し
、
一
八
九
九
円
水
揚
げ
し
た
。
丹
生
か
ら
も
馬
篠
の
三
好
官
平
ら
二
隻
八
人
が
参
加
し
、
六
一
八
円
漁
狸
し
た
。

こ
の
年
米
田
政
吉
は
「
操
行
善
良
に
し
て
よ
く
本
団
の
規
定
に
従
い
業
務
に
精
励
し
、
大
正
三
年
春
季
ハ
モ
延
縄
出
漁
に
於
て
優
良

の
成
績
を
収
め
た
る
に
よ
り
別
紙
目
録
を
贈
与
し
、
こ
こ
に
こ
れ
を
表
彰
す
」
と
団
長
早
乙
女
忠
國
か
ら
表
彰
さ
れ
て
い
る
。
富
田
藤

吉
は
大
正
五
年
に
受
賞
し
て
い
る
。
以
後
三
本
松
か
ら
の
出
漁
隻
数
は
年
に
よ
り
変
動
が
あ
る
が
、
昭
和
初
年
ま
で
続
い
た
。
丹
生
か

ら
の
通
漁
も
数
年
行
わ
れ
た
。
サ
バ
・
サ
ワ
ラ
流
網
漁
業
に
は
、
丹
生
か
ら
大
正
三
年
二
隻
八
人
、
大
正
四
年
一
隻
四
人
、
大
正
五
年

四
隻
が
出
漁
し
、
そ
れ
ぞ
れ
六
五
○
円
、
六
○
○
円
、
二
九
七
○
円
の
水
揚
げ
を
し
て
い
る
。
番
屋
か
ら
引
田
新
太
郎
、
馬
篠
か
ら
森

武
三
郎
・
六
車
要
助
ら
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
漁
場
は
九
龍
浦
・
甘
浦
等
の
沖
合
い
で
、
九
月
初
旬
か
ら
一
月
中
旬
ま
で
操
業
し
た
。

昭
和
六
年
に
三
本
松
の
筒
井
富
太
郎
が
和
歌
山
の
サ
ン
マ
流
網
に
出
漁
し
て
い
る
。
昭
和
二
十
三
年
か
ら
十
四
年
間

サ
ン
マ
漁
業

米
田
熊
雪
は
、
一
五
丸
（
一
六
・
七
七
ト
ン
）
及
び
第
二
寿
々
丸
（
一
九
・
四
九
ト
ン
）
で
サ
ン
マ
棒
受
網
漁
業
を

難
、
そ
れ
に
全
国
的
生
産
増
加
な
ど
が
加
わ
り
、
経
営
を
圧
迫
し
て
い
る
。
ま
た
、
タ
コ
・
フ
グ
・
マ
ス
・
マ
ダ
ィ
・
マ
ァ
ジ
な
ど
の

養
殖
も
短
期
間
行
わ
れ
た
。
ノ
リ
と
ブ
リ
の
養
殖
収
獲
量
は
表
二
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
九
節
県
外

出
漁
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三
陸
・
千
葉
・
二
一
重
沖
で
操
業
，

マ
流
網
と
棒
受
網
に
出
漁
し
た
。

三
重
沖
で
操
業
し

文
政
・
天
保
ご
ろ
三
本
松
村
で
、
漁
業
に
使
っ
た
と
思
わ
れ
る
三
、
四
石
船
は
三
○
隻
く
ら
い
で
あ
る
。
明
治
に
な
り
一
時
漁
場
が

開
放
さ
れ
、
新
網
が
で
き
た
地
域
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

サ
ケ
・
マ
ス
北
緯
四
八
度
以
南
の
中
部
サ
ケ
・
マ
ス
流
網
に
大
津
三
吉
の
第
一
大
芳
丸
（
三
○
ト
ン
）
と
大
津
彦
之
無
の
第
三
大

漁
業
芳
丸
（
三
八
・
九
九
ト
ン
）
が
、
昭
和
二
十
九
、
三
十
年
に
出
漁
し
て
お
り
、
昭
和
三
十
年
に
は
第
二
寿
々
丸
は
伊

吹
の
勢
力
丸
と
共
に
香
川
県
か
ら
初
め
て
北
緯
四
八
度
以
南
の
北
海
道
東
海
域
に
お
い
て
サ
ケ
・
マ
ス
延
縄
漁
業
を
行
う
。
釧
路
港
を

根
拠
に
乗
組
員
一
四
人
、
平
均
一
二
○
鉢
を
使
用
し
二
十
七
日
間
操
業
し
て
、
サ
ケ
六
五
○
貫
、
マ
ス
三
六
五
○
貫
水
揚
げ
し
た
。
昭

和
三
十
六
年
ま
で
操
業
し
て
い
る
。

イ
ワ
シ
地
引
昭
和
五
年
に
番
屋
の
楠
田
石
太
郎
は
、
鹿
児
島
志
布
志
湾
大
崎
町
で
同
地
方
で
初
め
て
イ
ワ
シ
地
引
き
網
を
操
業

き
網
漁
業
し
、
後
同
地
に
定
住
し
た
。

タ
イ
等
延
縄
昭
和
六
年
三
本
松
か
ら
タ
イ
延
縄
三
隻
が
島
根
県
美
保
浜
一
帯
で
操
業
し
て
い
る
。
戦
後
は
昭
和
三
十
三
年
ご
ろ
か

漁
業
ら
、
約
十
年
間
和
歌
山
・
静
岡
・
千
葉
な
ど
へ
松
井
佐
市
ら
六
隻
が
出
漁
し
た
。

そ
の
ほ
か
建
網
・
桝
網
・
延
縄
・
流
網
な
ど
で
大
正
時
代
か
ら
他
県
海
域
へ
出
漁
し
て
い
る
が
つ
ま
び
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
。

た
。
馬
篠
で
は
渡
辺
敏
雄
が
昭
和
二
十
三
年
か
ら
二
十
六
年
ま
で
和
歌
山
・
千
葉
・
三
陸
沖
で
サ
ン

６４

第
十
節
漁
船
の
移
り
変
わ
り
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課
税
基
準
は
、
長
さ
三
間
ま
壼

産
事
項
特
別
調
査
」
に
よ
る
Ｌ

五
間
以
上
は
、
二
隻
の
み
で
、

か
年
の
白
鳥
・
三
本
松
・
丹
生

漁
船
は
、
五
○
隻
余
と
な
る
。

き
、
近
親
者
又
樫

た
よ
う
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
船
価
は
、
明
治
二
十
八
年
三
本
松
浦
で
、
三
間
以
下
は
、
一
隻
平
均
一
九
円
六
九
銭
で
あ
る
。
米
一
升
八
銭
、
魚
は
一

貫
目
当
た
り
、
タ
イ
二
五
銭
、
サ
ワ
ラ
一
二
銭
、
タ
コ
一
○
銭
、
カ
レ
イ
二
○
銭
、
サ
ザ
エ
六
銭
、
タ
ナ
・
コ
一
八
銭
、
セ
イ
ゴ
一
○
尾

五
銭
、
ボ
ラ
一
○
尾
一
五
銭
の
時
代
で
あ
る
。

明
治
三
十
五
年
に
は
、
大
川
郡
の
漁
船
数
は
、
五
間
以
上
が
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
五
間
未
満
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
間
未
満
二
七
パ

ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
大
型
化
が
進
ん
で
い
る
。
昭
和
二
年
に
な
る
と
、
動
力
船
が
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
こ
の
こ
ろ
か
ら
動
力
化
が
始
ま

る
。
三
本
松
浦
で
最
初
に
農
業
用
発
動
機
を
取
り
付
け
た
の
は
、
昭
和
二
年
中
石
久
吉
で
、
タ
イ
・
サ
ワ
ラ
桝
網
船
に
取
り
付
け
た
。

昭
和
十
年
に
は
、
五
ト
ン
未
満
の
動
力
船
は
、
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
五
二
隻
と
一
○
倍
に
伸
び
て
い
る
。
戦
後
の
昭
和
二
十
四
年

大
山
家
の
文
書
の
明
治
十
九
年
度
の
「
諸
届
ひ
か
え
」
に
、
丹
生
村
戸
長
柴
田
勝
太
郎
が
西
村
ほ
か
三
か
村
戸
長
大
山
善
次
あ
て
に

「
西
村
の
某
が
、
無
届
で
漁
船
を
所
有
し
て
い
る
の
を
、
本
県
収
税
属
が
出
張
し
発
見
し
た
。
本
人
は
、
無
届
家
出
し
、
不
在
に
つ

ど
、
近
親
者
又
は
親
類
縁
者
よ
り
、
手
続
き
す
る
よ
う
取
り
計
ら
っ
て
も
ら
い
た
い
」
旨
の
文
書
が
あ
る
。
徴
税
は
か
な
り
厳
し
か
つ

漁
船
の
数
は
、
明
治
二
十
二
年
の
「
三
本
松
村
地
方
税
収
納
録
」
に
よ
る
と
、
漁
船
税
が
、
年
額
八
円
二
○
銭
賦
課
さ
れ
て
い
る
。

税
基
準
は
、
長
さ
三
間
ま
で
が
年
額
一
五
銭
、
一
間
増
す
ご
と
に
一
○
銭
加
算
で
あ
る
。
明
治
二
十
四
年
調
査
の
農
商
務
省
の
「
水

事
項
特
別
調
査
」
に
よ
る
と
、
香
川
県
の
漁
船
は
、
五
二
七
○
隻
。
う
ち
三
間
’
五
間
は
、
三
八
三
隻
で
全
体
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
、

間
以
上
は
、
二
隻
の
み
で
、
残
り
九
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
三
間
以
下
の
漁
船
で
あ
る
。
ま
た
明
治
二
十
八
、
二
十
九
、
三
十
一
年
の
三

年
の
白
鳥
・
三
本
松
・
丹
生
・
誉
水
の
新
造
船
四
八
隻
は
、
い
ず
れ
も
三
間
以
下
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
本
松
浦
の
こ
の
年
の
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表
一
一
三
昭
和
二
十
四
年
の
大
内
町
の
漁
船
区
分

机
幽
双
伽
別
刷
伽
訓
帥
釦
的
扣
卯
沁
卯
卯
㈹
卯
、

無動

勢力
船船

計

一
ト
ン
ま
で
一
一
ｌ
ニ
ト
魂
一
三
’
四
卜
沈
一
五
ト
ン
以
上
一

五
ト
ン
以
上
一

一
一
一
一

一

一

七四

一

八
二

五
三

一
二
九

一

一

四

一

六八

計

○二
一
一

二

三

九
六
七

一
七
二

’
1

1

lW#li 24 27 29 44 45 48 51 57

は
、
県
下
の
動
力
漁
船
が
無
動
力
船
を
上
回
っ
た
年

で
あ
る
。
こ
の
年
大
内
町
で
は
動
力
船
は
二
八
パ
ー

セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
（
表
二
三
）
。
五
○
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
る
の
は
昭
和
二
十
八
年
ご
ろ
で
あ
る
。

昭
和
二
十
九
年
は
、
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
動
力
化

す
る
。
昭
和
四
十
五
年
に
な
る
と
、
無
動
力
船
は
二

一
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
じ
、
三
’
五
ト
ン

船
が
、
四
七
隻
に
増
え
、
大
型
化
が
進

織
梱
伽
鐸
跡
噌
捗
鋸
繊
師
諦
嘩
率
吋
鍋
馴
機

漁
統
Ｉ
産
昭
和
五
十
七
年
に
は
、
無
動
力
は
い

鯉
水
規
鑑
よ
い
よ
減
り
一
二
隻
六
パ
ー
セ
ン
ト
と

輌
辨
な
る
。
船
外
機
付
漁
船
は
、
六
一
隻
三

大
錨
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
激
増
し
、
三
’
五
ト

７図
鵡
ン
船
も
、
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
増
え
て

く
い
る
。
特
に
著
し
い
の
は
強
化
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
船
で
、
昭
和
五
十
九
年
は
九
二
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隻
を
数
え
、
ノ
リ
養
殖
毎
小
型
底
引
き
網
、
建
網
漁
業
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
。
昭
和
二
十
四
年
か
ら
の
漁
船
の
変
化
を
図
示
す
る
と
図

七
の
と
お
り
で
あ
る
。

大
内
町
内
で
は
、
三
本
松
浦
漁
業
組
合
が
明
治
三
十
五
年
十
二
月
四
日
三
本
松
町
五
七
八
番
戸
に
、
誉
田
浦
漁
業
組
合
は
同
三
十
六

年
四
月
二
十
七
日
横
内
四
○
番
戸
に
、
小
磯
浦
漁
業
組
合
は
同
年
六
月
三
十
日
丹
生
村
九
八
○
番
戸
に
、
馬
篠
浦
漁
業
組
合
は
同
月
十

五
日
に
丹
生
村
五
二
番
戸
に
そ
れ
ぞ
れ
設
立
さ
れ
、
事
務
所
を
置
い
た
の
が
漁
業
組
合
の
始
ま
り
で
あ
る
。

漁
業
組
合
の
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
経
済
大
不
況
に
対
応
す
る
た
め
、
昭
和
九
年
の
「
漁
業
法
」
の
改
正
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
漁

衣
替
え
業
権
管
理
が
主
で
あ
っ
た
組
合
が
、
組
合
員
の
漁
業
及
び
経
済
の
発
展
に
必
要
な
共
同
施
設
を
経
営
で
き
る
よ
う
に

町
内
各
組
合
は
、
昭
和
十
、
十
一
年
に
そ
れ
ぞ
れ
出
資
制
の
保
証
責
任
漁
業
協
同
組
合
に
衣
替
え
し
た
。
そ
の
う
ち
日
華
事
変
が
起
こ

り
、
つ
い
に
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
、
次
第
に
戦
況
が
厳
し
く
な
り
、
水
産
業
者
も
国
策
に
協
力
す
る
態
勢
を
つ
く
る
た
め
、
「
水
産

業
団
体
法
」
に
よ
り
昭
和
十
九
年
春
各
組
合
は
一
斉
に
解
散
し
、
漁
業
会
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
誉
田
浦
は
、
三
本
松
漁
業
会
に
統
合

さ
れ
る
。
こ
の
漁
業
会
も
戦
後
の
変
革
の
一
環
と
し
て
昭
和
二
十
四
年
に
施
行
さ
れ
た
「
水
産
業
協
同
組
合
法
」
に
よ
り
解
散
し
、
同

で
あ
っ
た
。

漁
業
組
合
の
明
治
三
十
五
年
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
「
漁
業
法
」
が
施
行
さ
れ
、
沿
岸
漁
業
者
の
団
体
と
し
て
初
め
て
各
集
落
に

誕
生
漁
業
組
合
が
生
ま
れ
た
。
共
同
の
漁
場
に
お
け
る
漁
業
権
又
は
そ
の
行
使
権
を
取
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の

第
十
一
節
漁
業
組
合
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年
各
浦
に
再
び
漁
業
協
同
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。

東
讃
漁
業
協
同
三
本
松
と
馬
篠
の
漁
業
協
同
組
合
は
、
昭
和
十
三
年
ご
ろ
そ
れ
ま
で
の
個
人
経
営
魚
市
場
に
代
わ
り
、
組
合
直
営

組
合
の
発
足
魚
市
場
を
開
設
し
た
。
購
買
事
業
は
、
戦
時
中
漁
業
資
材
が
配
給
制
と
な
り
、
漁
業
会
が
こ
れ
に
携
わ
っ
た
の
が

機
縁
で
、
三
本
松
の
組
合
は
昭
和
十
三
年
か
ら
取
り
扱
い
を
始
め
た
が
、
他
の
組
合
は
、
小
規
模
で
、
こ
れ
ら
の
事
業
活
動
を
し
て
お

ら
ず
、
県
の
指
導
も
あ
り
、
湊
浦
を
加
え
た
五
か
浦
の
組
合
が
合
併
を
行
い
、
昭
和
四
十
五
年
九
月
一
日
に
東
讃
漁
業
協
同
組
合
が
発

ら
ず
、
県
の
指
導
聖

足
し
現
在
に
至
る
。

昭
和
五
十
八
年
度
末
現
在
の
事
業
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

正
組
合
員
数
個
人
三
一
三
人
、
生
産
組
合
一
人
、
准
組
合
員
一
人
、
職
員
一
四
人

信
用
事
業
当
座
的
貯
金
二
二
、
一
四
三
万
円
定
期
的
貯
金
四
六
、
三
八
六
万
円
短
期
貸
付
金
八
、
一
三
七
万
円
長
期
貸

付
金
農
林
漁
業
資
金
九
、
五
七
九
万
円
漁
業
近
代
化
資
金
二
二
、
九
五
八
万
円
燃
油
特
別
資
金
五
、
三
五
一

万
円
そ
の
他
の
資
金
二
、
二
○
九
万
円

購
買
事
業
漁
業
資
材
売
上
額
二
五
、
○
○
三
万
円

販
売
事
業
鮮
魚
類
取
扱
高
二
、
○
二
三
ト
ン
、
二
六
、
二
九
九
万
円
水
産
加
工
品
海
藻
類
三
九
、
五
九
四
万
円

共
済
事
業
漁
穫
共
済
と
養
殖
共
済
二
五
件
で
共
済
金
七
一
、
三
七
一
万
円

ほ
か
に
昭
和
五
十
年
ご
ろ
か
ら
屋
島
栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー
か
ら
購
入
の
ク
ル
マ
エ
ビ
・
ク
ロ
ダ
イ
・
ア
ィ
ナ
メ
・
ベ
ラ
・
ガ
ザ
ミ
・

す

ハ
マ
グ
リ
な
ど
の
稚
魚
貝
の
放
流
を
行
っ
て
い
る
。
昭
和
五
十
九
年
度
は
ク
ロ
ダ
イ
五
万
尾
と
、
小
割
生
賓
で
中
間
育
成
し
た
ク
ル
マ

エ
ビ
三
○
万
尾
、
ガ
ザ
ミ
一
三
万
三
○
○
○
尾
の
放
流
を
行
っ
て
い
る
。
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表24漁業組合員数

二
六
・
三
・
二
六
）
三
好
健
二
（
昭
和
三
二
・
三
・
一
Ｉ
昭
和
四
五
・
九
・
一
）

小
磯
浦
漁
業
組
合
田
中
藤
四
郎
（
明
治
三
六
・
六
・
三
○
Ｉ
・
・
）
安
藤
義
男
（
大
正
三
・
二
・
一
○
Ｉ
昭
和

二
八
・
一
二
・
二
八
）
楠
田
市
郎
（
昭
和
二
九
・
二
・
二
Ｉ
昭
和
三
一
・
二
・
一
○
昭
和
四
二
・
二

・
二
四
ｌ
昭
和
四
三
・
一
二
・
一
四
）
川
畑
嘉
市
（
昭
和
三
一
・
五
・
二
八
Ｉ
昭
和
三
四
・
五
・
二
七
）

吉
田
政
一
（
昭
和
三
四
・
五
・
二
八
ｌ
昭
和
四
二
・
二
）
楠
木
庄
太
郎
（
昭
和
四
三
・
一
二
・
一
五
’
昭

誉
田
浦

小
磯
浦

馬
篠
浦

三
本
松
浦

計

明治36年

明治38年

明治42年

明治43年

明治45年

大正2年

大正6年

大正12年

大正13年

大正15年

昭和25年

昭和32年

昭和44年

昭和60年

93 12

19

59 64 228

78

41

12

10

０
０
６
３
５

８
８
７
７
６

1

1
I

０
９

１ 34

26

15538

36 136

103

202 50 1

;;|
45

16

63

56

32

56

60

59

37

33

375

401249

193 307

198 303

八
漁
業
組
合
の
組
合
員
数
Ｖ
各
漁
業
組
合
の
組
合
員

数
の
推
移
は
表
二
四
の
と
お
り
で
あ
る
。
漁
業
セ
ン
サ
ス

の
就
業
者
数
に
比
べ
る
と
約
一
○
○
名
の
休
漁
者
が
い
る

こ
と
に
な
る
。

八
歴
代
組
合
長
Ｖ
漁
業
組
合
の
歴
代
組
合
長
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
（
）
内
は
在
任
期
間
を
表
す
（
敬

称
略
）
。

馬
篠
浦
漁
業
組
合
松
井
竹
松
（
明
治
三
六
・
六
・
一

松
井
竹
松
（
明
治
三
六
・
六
・
一

六
ｌ
昭
和
二
四
・
八
・
二
九
昭

和
二
六
・
三
・
二
七
ｌ
昭
和
三

二
・
一
・
一
九
）
赤
沢
美
登

（
昭
和
二
四
・
八
・
三
○
Ｉ
昭
和
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第6編近 代

明
治
以
前
の
享
和
元
年
（
一
八
○
一
）
高
松
藩
で
は
、
表
二
五
の
よ
う
に
漁
業
運
上
を
定
め
、
魚
問
屋
に
そ
の
徴
収
を
命
じ
た
。

魚
市
場
そ
の
中
に
三
本
松
魚
問
屋
中
石
屋
清
左
衛
門
の
名
が
あ
る
。
引
田
・
鶴
羽
・
津
田
・
小
田
に
も
そ
れ
ぞ
れ
魚
問
屋
が

あ
っ
た
。
市
場
や
魚
問
屋
は
、
船
奉
行
の
許
可
が
な
け
れ
ば
営
業
で
き
ず
、
漁
業
者
の
と
っ
た
魚
は
市
場
か
魚
問
屋
以
外
売
買
で
き
な

か
っ
た
。
市
場
は
セ
リ
を
行
い
、
売
買
金
額
の
一
割
五
分
の
口
銭
を
取
り
、
内
五
分
は
運
上
金
と
し
て
船
奉
行
に
収
め
一
割
が
問
屋
の

和
四
四
．
）
引
田
藤
次
郎
（
昭
和
四
四
．
．
ｌ
昭
和
四
五
・
九
・
一
）

誉
田
浦
漁
業
組
合
長
町
太
市
郎
（
明
治
三
六
・
四
・
二
七
ｌ
昭
和
一
九
・
五
・
二
四
）
田
中
専
太
郎
（
昭
和
二
四
・
九
・
二

二
ｌ
昭
和
四
五
・
九
・
一
）

三
本
松
浦
漁
業
組
合
鎌
田
爆
三
（
明
治
三
五
・
一
二
・
四
ｌ
明
治
四
四
．
）
前
田
駒
吉
（
明
治
四
四
Ｉ
昭
和
六
・
一
○
．

）
中
石
早
太
郎
（
昭
和
六
・
一
○
ｌ
昭
和
一
七
・
九
昭
和
一
九
・
五
・
二
四
Ｉ
昭
和
二
四
・
九

昭
和
三
八
・
三
Ｉ
昭
和
四
五
・
九
・
一
）
中
石
菊
太
郎
（
昭
和
一
七
・
九
Ｉ
昭
和
一
九
・
二
）
中

石
吉
太
郎
（
昭
和
二
四
・
一
○
・
三
ｌ
昭
和
三
六
・
一
・
二
五
）

東
讃
漁
業
協
同
組
合
中
石
菊
太
郎
（
昭
和
四
五
・
九
・
一
ｌ
昭
和
四
六
・
五
・
三
一
）
三
好
健
二
（
昭
和
四
六
・
六
・
一
Ｉ

昭
和
四
七
・
三
・
三
一
）
米
田
政
行
（
昭
和
四
七
・
四
・
一
ｌ
昭
和
五
一
・
三
・
三
一
）
楠
田
市

郎
（
昭
和
五
一
・
四
・
一
Ｉ
現
在
）

第
十
二
節
魚
市
場
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手
数
料
で
あ
る
。

表26市場の状況
明
治
以
降
の
明
治
維
新
後
も
明
治
以
前
と
同
様
魚
問
屋
が
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
内
町
の
資
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
明

魚
市
場
治
二
十
二
年
に
、
大
内
郡
に
は
三
本
松
と
引
田
に
魚
市
場
が
あ
り
、
三
本
松
の
魚
市
場
税
は
、
明
治
二
十
一
年
度
六

○
円
、
同
二
十
二
年
度
三
五
円
で
あ
る
。
明
治
二
十
四
年
の
近
郷
魚
市
場
の
状
況
は
次
の
表
二
六
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

表25諸網御運上定

一帖又は一繰に付

鶴引引松三 匁
８
，
釦

ち
せ
高

網
網
網

ご
流
中

羽田田原本

松
村
魚
市
場

村
魚
市
場

村
魚
市
場

村
魚
市
場

村
魚
市
場

市 ただし引田浦餓網3帖に

付150目

地 引 網
鰯 網

いかなど網
よそげ綱

手 繰 網
立 網

鰯 網
飯（ハマチ）網

鯛（ボラ）網
鱗 網

狩 引 網
四ツ手網

まかせ網
斗 立 網

流 せ 網
藻 繰 網

鱒 引 網
鯛 高 網

引 倒 網
鯵(コノシロ)網

ただし林田浦鰺網

せい立網
鰹 網

待 立 網
歩 引 網

転 し 網
小 鮎 網

飽 繰 縄
鐙 繰 縄

ちぬ繰縄
大蛸繰縄

あなご繰縄
鯛 繰 縄

辛螺（ニシ）酒

●

●

５
８
８
１
２
５
３
５
３
５
５
３
０
１
２
５
５
３
５
５

１

１

｜
年
間
開
市
日
数
一
資
本
金
一
仲
買
人
数
一
売
買
高
一
口
銭
又
は
手
数
料

'
一

|資

|÷

三
○
○
六
○

三
○
○

三
○
○

毎
日

円

六
五
○

一
○
○

一
、
五
五
○

二
三
○

三
○
○

’ は30目

2

5

3

5

10

2

2

2

一

五六四三九

円

二
、
一
二
○

八
五
○

五
、
五
七
○

一
、
五
二
○

五
五
○

’

１
３
１
５
２

一五 二

五五○八一
五二一五二

． ・ ・ ・ ・円

88弓88銭’ (賓料 騨繍;醗政）
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大
正
十
二
年
に
は
、
漁
業
組
合
及
び
連
合
会
の
魚
市
場
開
設
出
願
に
優
先
を
認
め
る
等
市
場
改
善
の
目
的
で
「
魚
市
場
取
締
規
則
」

の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
年
の
調
査
に
三
本
松
九
三
番
地
に
中
石
魚
市
場
が
あ
り
、
開
市
は
七
、
一
○
、
二
、
八
時
の
四
回
。
手
数

料
は
、
競
売
一
割
、
紹
介
一
割
以
内
、
仲
買
人
歩
戻
し
二
分
以
内
。
ハ
モ
・
チ
ヌ
・
タ
イ
・
エ
ビ
な
ど
が
主
な
取
り
扱
い
魚
で
、
取
り

扱
い
額
は
大
正
八
年
、
二
万
四
二
三
五
円
、
同
九
年
一
万
三
九
六
五
円
、
同
十
年
一
万
九
九
六
円
、
同
十
三
年
一
万
七
二
四
一
円
で
あ

る
。
三
本
松
漁
業
組
合
の
記
録
に
よ
る
と
、
大
正
十
五
年
に
は
、
組
合
の
漁
獲
総
額
三
万
七
六
八
七
円
は
、
全
量
三
本
松
魚
市
場
中
石

る
。
三
本
松
漁
業
組
合
の
雪

手
数
料
は
一
割
、
仲
買
’

○
○
○
円
前
後
で
あ
る
。

万
吉
に
委
託
販
売
と
あ
る
。

そ
の
後
「
漁
業
法
」
の
改
正
に
よ
り
、
漁
業
組
合
を
保
証
責
任
漁
業
協
同
組
合
に
改
編
し
、
昭
和
十
三
年
ご
ろ
、
三
本
松
・
馬
篠
共

に
組
合
直
営
の
魚
市
場
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

香
川
県
で
は
大
川
郡
と
小
豆
郡
が
ナ
マ
コ
の
主
産
地
で
、
ナ
マ
コ
の
臓
の
「
こ
の
わ
た
」
は
、
古
く
か
ら
時
の
権
力

イ
リ
ナ
マ
コ

者
へ
贈
り
物
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
徳
川
幕
府
は
、
イ
リ
ナ
マ
コ
が
長
崎
貿
易
の
輸
入
の
交
換
物
と
し
て
重
要
で
あ

っ
た
た
め
、
度
々
役
人
を
地
方
の
浦
々
へ
派
遣
し
、
ナ
マ
コ
の
増
産
を
督
励
し
た
。
松
平
藩
も
寛
政
五
年
に
正
月
二
日
か
ら
十
一
日
ま

な
お
馬
篠
櫓
懸
七
二
九
番
地
に
、
木
内
庄
太
郎
経
営
の
丹
生
村
魚
市
場
が
大
正
五
年
一
月
か
ら
開
設
さ
れ
て
お
り
、
開
市
は
四
回
、

数
料
は
一
割
、
仲
買
人
歩
戻
し
二
分
で
、
主
な
魚
は
チ
ヌ
・
カ
レ
イ
・
雑
魚
で
あ
る
。
取
り
扱
い
額
は
、
大
正
八
’
十
三
年
は
、
三

第
十
三
節
水
産
加
工
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表27水産加工品生産量

’
大 川 内郡 大 町

|善ん‘
煮干イワシ シラス

干エビ製造者数|生産量干し
煮干｜
イワシ’

千エビ

’ ’
トン

141

116

121

138

820

1，047

699

96

112

トン

194

41

22

46

39

22

19

46

211

ン卜
師
３
５
５
４
０
０
０
０

トンl
トントン

明治32年

明治41年

大正11年

昭和9年

昭和29年

昭和37年

昭和38年

昭和48年

昭和57年

０
０
５２

｜

’
9

1

1

1
０
６
６

１ 64

20

30

３
８７’’

(資料農林統計ほか）

で
の
期
間
以
外
の
ナ
マ
コ
の
売
買
を
禁
止
し
、
な
ま
こ
漁
夫
を
三
人
組

に
し
て
稼
方
と
抜
売
り
の
吟
味
を
さ
せ
た
り
、
生
産
割
り
当
て
制
に
し

て
割
り
当
て
量
以
上
と
る
と
褒
償
金
を
出
す
な
ど
の
策
を
講
じ
て
い

る
。
そ
の
こ
ろ
三
本
松
浦
な
ま
こ
猟
夫
一
八
名
を
三
人
組
に
し
た
文
書

が
あ
る
が
、
割
り
当
て
量
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。
天
保
四
年
の
「
煎
海

鼠
御
糺
二
付
御
請
印
帳
写
」
（
鎌
田
共
済
会
郷
土
博
物
館
蔵
）
の
丸

亀
・
多
度
津
二
藩
の
浦
々
の
請
負
総
高
は
、
六
五
○
斤
で
あ
る
。

い
り
な
ま
こ
は
、
生
ナ
マ
コ
を
一
日
く
ら
い
海
水
に
入
れ
泥
砂
や
汚

物
を
吐
か
せ
て
後
、
内
臓
を
出
し
釜
で
一
時
間
半
く
ら
い
煮
沸
し
た
後

乾
か
し
て
仕
上
げ
る
。
明
治
・
大
正
時
代
も
中
国
へ
輸
出
し
た
。
こ
の

時
代
の
大
内
町
の
生
産
量
は
不
明
で
あ
る
が
、
大
川
郡
の
生
産
量
は
表

二
七
の
と
お
り
で
、
県
内
産
の
四
○
’
七
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い

る
。
昭
和
三
十
七
年
ご
ろ
か
ら
製
造
が
止
ま
っ
た
。
戦
前
は
イ
サ
リ
専

門
の
者
は
毎
日
七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
く
ら
い
と
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

引
田
か
ら
津
田
に
至
る
海
域
は
、
イ
ワ
シ
の
漁
場

煮
干
イ
ワ
シ

で
、
明
治
三
十
年
代
か
ら
戦
前
ま
で
大
川
郡
は
県
イ

ワ
シ
漁
獲
量
の
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
内
外
を
占
め
て
い
た
。
と
れ
た
イ
ワ

55



第6編近 代

表28昭和26～55年間の大内町の表
二
七
に
参
考
に
記
し
た
。

ら
の
名
が
「
水
産
要
覧
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
は
イ
ワ
シ
漁
狸
量
の
増
加
で
製
造
場
も
増
え
た
が
、
イ
ワ
シ
の
減
少
と
共
に
廃
業
し
、
昭
和
五
十
九
年
に
は
三
名
が
営
業
し
た

の
み
で
あ
る
。
ま
た
表
二
八
は
、
当
町
イ
ワ
シ
漁
狸
瞳
と
漁
具
の
状
況
で
あ
る
。

夏
の
エ
ビ
漕
の
項
に
記
し
た
と
お
り
、
三
本
松
・
馬
篠
に
水
揚
げ
さ
れ
製
品
に
な
っ
た
干
し
エ
ビ
は
か
な
り
な
数
量

干
し
エ
ビ

に
上
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
町
の
生
産
髄
は
つ
ま
び
ら
か
に
し
得
な
い
。
大
川
郡
の
そ
れ
と
最
近
の
も
の
を

イワシ漁猿量と漁具調

蝿孵|趣常ﾝ’ １
１
１

漁 具

巾着網、焚寄網

巾着網、地びき網

巾着網、地びき網

巾着網、地ぴき網

巾着網、地びき網

巾着網、地びき網

バッチ網

船びき網

26

32

33

34

37

40

50

55

541

1,307

3,241

636

383

150

334

19

シ
の
一
○
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら
い
を
素
干
し
に
し
た
時
代
も
あ
っ
た
が
ほ
と
ん
ど
は

煮
干
イ
ワ
シ
に
し
て
出
荷
し
た
。
明
治
二
十
五
年
の
関
西
連
合
府
県
共
進
会
出
品

点
数
表
に
煮
干
イ
ワ
シ
の
名
称
は
な
く
、
ま
た
「
香
川
県
統
計
書
」
に
も
明
治
二

十
七
年
か
ら
名
称
産
額
な
ど
が
登
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
商
品
と

し
て
流
通
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

イ
ワ
シ
の
種
類
と
し
て
マ
イ
ワ
シ
・
ウ
ル
メ
イ
ワ
シ
・
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
な
ど

が
と
れ
て
い
る
。
大
川
郡
の
煮
干
イ
ワ
シ
生
産
量
を
表
二
七
に
示
す
。
町
内
生
産

鐙
は
昭
和
三
十
八
年
以
降
を
掲
げ
た
。
製
造
業
者
と
し
て
、
大
正
十
一
年
に
は
三

本
松
に
赤
沢
梅
吉
・
廣
瀬
栄
吉
・
中
石
万
吉
・
三
木
信
吉
・
荒
駒
岩
吉
・
松
本
文

太
郎
・
山
中
仲
蔵
、
丹
生
に
鈴
江
長
次
郎
・
和
田
仙
次
・
赤
沢
五
平
・
石
原
貞
一
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を
た
て
、
鞆

の
で
あ
る
。

町
は
、
三
本
松
港
・
小
磯
漁
港
・
馬
篠
漁
港
の
整
備
を
行
う
ほ
か
、
県
・
町
・
東
護
漁
協
の
三
者
負
担
に
よ
る
魚
の
増
殖
事
業
と
し

て
昭
和
五
十
一
年
度
以
降
に
は
、
ア
サ
ヒ
製
陶
沖
に
並
型
コ
ン
ク
リ
ー
ト
漁
礁
を
設
置
、
八
○
○
○
立
方
メ
ー
ト
ル
の
花
樹
岩
で
六
か

所
の
築
磯
造
成
な
ど
を
行
う
ほ
か
、
稚
魚
の
放
流
も
し
て
い
る
。

古
い
記
録
で
は
、
大
正
五
年
に
小
磯
の
袖
無
の
鼻
の
三
○
間
沖
に
数
か
年
計
画
で
長
さ
二
七
間
、
高
さ
三
間
、
幅
四
間
の
築
磯
計
画

か
い
つ

を
た
て
、
初
年
度
と
し
て
八
四
立
坪
の
築
磯
を
水
産
試
験
場
の
指
導
で
実
施
し
て
い
る
。
主
と
し
て
ボ
ラ
の
飼
付
け
を
目
的
と
し
た
も

本
章
を
記
述
す
る
に
当
た
り
、
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
敬
称
略
、
順
序
不
同
）
。

田
中
豊
中
川
駒
吉
米
田
熊
雪
渡
辺
喜
三
郎
青
木
彪
六
車
大
助
川
畑
嘉
市
引
田
藤
次
郎

田
中
数
一
松
井
時
夫
三
好
健
二
松
井
義
弘
田
中
進
楠
田
市
郎

第
十
四
節
魚
礁
の
設
置
等
町
の
水
産
行
政
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じ
か
た

藩
政
時
代
の
地
方
取
り
締
ま
り
は
、
行
政
官
で
あ
る
代
官
が
警
察
権
を
持
ち
、
軽
い
犯
罪
は
大
庄
屋
と
庄
屋
に
権
限
を
与
え
て
行
わ

れ
て
い
た
。
犯
罪
人
の
罪
科
が
親
子
・
兄
弟
・
親
族
に
及
ぶ
連
座
制
を
免
れ
る
た
め
に
縁
を
切
る
義
絶
制
と
、
五
人
組
制
と
に
よ
っ
て

犯
罪
の
防
止
を
図
っ
て
き
た
が
、
明
治
維
新
後
、
政
府
は
中
央
集
権
制
を
と
と
の
え
る
と
す
ぐ
明
治
四
年
に
、
警
察
制
度
を
整
備
し
た
。

ら
そ
つ

治
安
維
持
は
遜
卒
と
捕
亡
吏
が
担
当
し
た
が
、
遜
卒
は
兵
部
省
に
属
し
、
捕
亡
吏
は
刑
部
省
に
属
し
て
い
た
も
の
を
翌
五
年
に
警
察
を

司
法
省
に
移
し
、
明
治
七
年
に
は
内
務
省
に
移
し
、
明
治
八
年
に
遜
卒
・
捕
亡
吏
を
巡
査
と
改
称
し
た
。

県
下
で
は
、
明
治
五
年
二
月
、
一
八
か
所
に
現
在
の
警
察
署
に
相
当
す
る
取
締
出
張
所
と
、
九
六
人
の
取
締
（
警
察
官
相
当
）
が
置

か
れ
た
。
県
下
の
警
察
制
度
の
変
遷
も
、
中
央
の
変
化
に
つ
れ
て
目
ま
ぐ
る
し
か
っ
た
が
、
当
町
関
係
の
も
の
を
列
記
し
て
お
く
。

明
治
五
年
二
月
取
締
出
張
所
設
置
・
取
締
配
置
（
引
田
五
人
、
長
尾
三
人
、
津
田
三
人
、
志
度
三
人
）
。

〃

六
年
三
月
取
締
を
遜
卒
と
改
称
。

〃

七
年
八
月
遥
卒
を
巡
査
と
改
称
。
以
後
巡
査
＄
遜
卒
と
改
称
が
繰
り
返
さ
れ
て
、
翌
八
年
巡
査
と
な
っ
た
。

〃

八
年
十
一
月
高
松
警
察
所
’
第
五
分
局
（
町
田
村
）
ｌ
第
二
屯
所
（
三
本
松
村
）
が
設
置
さ
れ
た
。

〃

九
年
五
月
分
局
を
廃
し
、
出
張
所
と
し
、
第
七
出
張
所
（
町
田
村
）
が
第
一
大
区
（
大
内
郡
）
全
体
を
管
轄
。

第
六
章
保
安

一
瞥
察
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明
治
九
年
十
月

″

十
年
二
月

″
二
十
一
年
十
二
月

″
二
十
二
年
七
月

″
三
十
二
年
四
月

″
三
十
五
年
四
月

″
四
十
年
十
一
月

″
四
十
二
年
四
月

大
正
十
五
年
七
月

昭
和
二
十
三
年
三
月

〃 〃 〃

二
十
六
年

二
十
九
年

三
十
一
年

一七十
月月月

愛
媛
県
時
代
と
な
り
、
警
察
第
一
出
張
所
（
高
松
）
、
巡
査
第
一
屯
所
（
町
田
村
）
、
第
二
分
屯
所

（
三
本
松
）
設
置
。

町
田
村
屯
所
廃
止
、
高
松
警
察
署
の
分
署
（
長
尾
・
津
田
）
設
置
。

長
尾
警
察
署
・
三
本
松
分
署
設
置
。

三
本
松
警
察
署
設
置
（
大
川
郡
管
轄
）
。

三
本
松
警
察
署
は
長
尾
警
察
署
三
本
松
分
署
と
な
る
。

引
田
分
署
を
三
本
松
分
署
に
合
併
。

三
本
松
分
署
廃
止
、
引
田
分
署
設
置
。

引
田
分
署
廃
止
、
三
本
松
分
署
を
設
置
、
引
田
に
巡
査
部
長
派
出
所
を
置
く
。

郡
役
所
廃
止
に
伴
い
、
三
本
松
警
察
署
設
置
（
郡
内
三
署
と
な
る
）
。

自
治
体
警
察
制
導
入
に
よ
り
郡
を
管
轄
す
る
国
家
地
方
警
察
大
川
地
区
警
察
署
（
三
本
松
）
と
自
治

体
警
察
署
が
設
置
さ
れ
た
。

自
治
体
警
察
を
廃
し
、
国
警
三
本
松
警
察
署
設
置
。

現
行
警
察
法
施
行
さ
れ
、
国
警
廃
止
。
香
川
県
警
察
本
部
を
設
置
、
県
警
三
本
松
警
察
署
と
な
る
。

大
内
警
察
署
と
改
称
。

駐
在
所
町
田
・
西
村
の
二
駐
在
所
。
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藩
政
時
代
か
ら
明
治
初
期
ま
で
は
、
火
災
と
盗
難
を
自
衛
す
る
た
め
の
夜
警
と
し
て
年
末
な
ど
に
、
免
場
の
人
び
と
が
当
番
で
「
夜

回
り
、
火
の
用
心
」
と
声
を
出
し
て
、
拍
子
木
を
打
っ
て
巡
回
す
る
程
度
で
あ
り
、
消
火
用
具
も
鴬
口
・
張
手
篭
・
水
桶
・
は
し
ご
な

ど
で
、
延
焼
防
止
を
主
と
す
る
破
壊
消
防
で
あ
っ
た
。

V

フ
－
１１

１
令
一
へ
爺
イ
ィ
ー
・
舗
引

ネガ1，
曲

討珂
-秘！

打次

汀』
Q

I

諦
吉

レ
ム

●

？ 二

消

『-

W

〃

消防任命証の木札

防

こ
の
こ
ろ
の
町
内
の
自
警
消
防
組
織
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
第
二

消
防
組

次
香
川
県
時
代
と
な
っ
た
明
治
八
年
十
一
月
「
香
川
県
第
一
大
区

（
大
内
郡
）
第
三
小
区
（
旧
丹
生
村
一
○
か
村
・
水
主
・
西
村
・
樅
内
村
上
が
発
行
し
た
上

の
よ
う
な
消
防
組
の
消
防
方
任
命
証
の
木
札
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
明
治
八
年

に
は
消
防
組
と
し
て
初
期
の
自
治
体
消
防
が
誕
生
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
中
期
に
な
っ
て
、
木
製
の
竜
吐
水
と
か
雲
竜
水
と
称
す
る
名
称
だ
け
は
威
力

の
あ
り
そ
う
な
ポ
ン
プ
が
考
案
さ
れ
た
程
度
で
あ
っ
た
が
、
明
治
二
十
七
年
「
消
防

組
規
則
」
が
公
布
さ
れ
て
、
市
町
村
は
公
設
の
消
防
組
を
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
、
丹
生
村
・
三
本
松
町
に
は
公
設
の
消
防
組
が
誕
生
し
、
金
属
製
の
腕
用
ポ

ン
プ
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
誉
水
村
は
大
正
七
年
に
消
防
条
例
が
公
布
さ
れ
、
公
設

消
防
組
が
設
け
ら
れ
た
。

昭
和
三
年
の
丹
生
村
消
防
組
は
、
公
設
第
一
部
消
防
組
と
私
設
第
二
部
（
小
磯
）
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と
私
設
第
三
部
（
馬
篠
）
と
が
あ
り
、
大
正
ｌ
昭
和
初
期
に
は
誉
水
村
も
同
じ
よ
う
に
大
正
十
五
年
私
設
水
主
消
防
組
が
組
織
さ
れ
、

公
設
・
私
設
併
設
時
代
で
あ
っ
た
。

昭
和
十
二
年
七
月
、
日
中
事
変
が
起
こ
り
、
戦
時
体
制
の
強
化
が
進
め
ら
れ
、
昭
和
十
四
年
消
防
組
は
警
防
団
当

警
防
団

め
ら
れ
、
消
火
・
水
防
の
ほ
か
に
銃
後
を
固
め
、
防
空
施
設
を
造
り
、
防
空
訓
練
・
防
空
監
視
も
要
請
さ
れ
た
。
》

防
手
は
、
三
本
松
警
察
署
長
が
任
命
し
、
小
頭
以
上
は
香
川
県
警
察
部
長
が
任
命
し
、
団
長
に
は
町
村
長
が
任
命
さ
れ
た
。

我
職
筋
・
玉
畷
恥
御
昭
和
二
十
二
年
十
月
消
防
団
令
が
公
布
・

消
防
団

睡
国
州
側
棚
呵
幅
訶
当
れ
、
警
坊
調
を
莞
し
、
各
町
付
で
も
肖
坊
一

合
、

小

１
Ⅱ
、

ｒ
１
歩

戦
時
体
制
の
強
化
が
進
め
ら
れ
、
昭
和
十
四
年
消
防
組
は
警
防
団
と
改

め
、
防
空
施
設
を
造
り
、
防
空
訓
練
・
防
空
監
視
も
要
請
さ
れ
た
。
警

警
察
部
長
が
任
命
し
、
団
長
に
は
町
村
長
が
任
命
さ
れ
た
。

昭
和
二
十
二
年
十
月
消
防
団
令
が
公
布
さ

消
防
団

れ
、
警
防
団
を
廃
し
、
各
町
村
で
も
消
防
団

凧1斗~雨腸眠 ｊｆｌ

が
組
織
さ
れ
、
町
村
合
併
後
も
引
き
継
が
れ
現
在
に
至
っ
て
い

る
。

図織

火
災
な
ど
消
防
活
動
の
対
象
と
な
る
災
害
に

組
広
域
消
防

団
対
し
て
従
来
の
一
町
単
位
の
消
防
団
で
は
、

防硝
時
と
し
て
住
民
の
生
命
財
産
を
守
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
が
あ

田畑
る
の
で
、
昭
和
四
十
五
年
八
月
に
認
可
さ
れ
た
大
川
地
区
広
域

行
政
振
興
整
備
事
務
組
合
は
昭
和
四
十
七
年
四
月
、
大
川
広
域

消
防
本
部
を
設
置
し
、
郡
内
八
町
の
消
防
団
と
緊
密
な
連
絡
の

も
と
に
消
防
活
動
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
本
部
（
署
）
及
び
白

鳥
・
寒
川
・
志
度
分
署
を
置
き
、
同
年
八
月
一
日
業
務
を
開
始
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し
た
。
ま
た
、
翌
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
救
急
業
務
を
開
始
し
た
。

消
防
職
員
七
八
名

歴
代
署
長
辻
完
一

歴
代
消
防
長
小
坂
恒
三
郎
・
辻
完
一

尋電 「唖

電‘夢
⑲ 電疹山

岡
繁
雄
・
合
田
睦
彦
・
六
車

辱翁-慨願亜

内
永
重
雄
・
山
岡
繁
雄
・
合
田
睦
彦
（
現
）

》尋珍電珍

⑬隠二農
一

へ

現
一

広域消防本部（署）の組織

化
学
消
防
車

通
信
施
設

気
象
観
測
装
置

可
搬
動
力
ポ
ン
プ

積
載
車

司
令
車

査
察
車

指
導
車

広
報
車

救
急
自
動
車

は
し
ご
自
動
車

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車

タ
ン
ク
車

現
有
装
備
・
施
設

三
〃

一一一八一
〃 〃 〃 〃 〃

二二
〃 〃

五
台

’ 一一一一

| 〃式′ 〃
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{篭撫鰯｝郡内・町内年別火災発生状況
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救急出場状況の推移（実線は大川郡、点線は大内町内）
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第6章保 安

明
治
二
十
一
年
四
月
三
十
日
に
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
し
た
黒
田
清
隆
は
、
か
つ
て
の
欧
米
視
察
の
日
記
と
し
て
『
環
瀞
日
記
』
を

公
表
し
た
が
、
そ
の
中
で
黒
田
が
ロ
シ
ア
の
水
難
救
済
組
織
に
つ
い
て
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
記
事
を
読
ん
だ
金
刀
比
羅
宮
の
琴
陵
宥

常
宮
司
は
深
い
感
銘
を
受
け
た
。
金
刀
比
羅
宮
は
航
海
安
全
の
守
謹
神
で
あ
る
が
、
た
だ
神
の
加
謹
に
の
み
頼
る
こ
と
な
く
、
人
事
を

尽
く
し
て
、
海
難
救
助
の
策
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
決
意
し
、
有
志
た
ち
と
上
京
し
、
黒
田
総
理
ほ
か
要
職
に
あ
る
人
び
と
に
陳
情

し
た
結
果
、
翌
二
十
二
年
十
一
月
三
日
、
琴
平
に
お
い
て
「
大
日
本
帝
国
水
難
救
済
会
」
発
会
式
が
行
わ
れ
、
本
部
を
琴
平
に
置
き
、

初
代
会
長
琴
陵
宥
常
と
な
り
、
翌
年
有
栖
川
宮
威
仁
親
王
を
初
代
総
裁
に
迎
え
た
。

右
の
上
京
陳
情
に
、
早
く
か
ら
海
難
救
済
組
織
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
た
三
本
松
の
浜
田
六
兵
衛
（
六
蔵
）
も
参
加
し
、
東
奔
西

走
し
て
大
臣
・
貴
族
を
遠
慮
な
く
訪
問
し
、
三
本
松
弁
丸
出
し
で
熱
弁
を
振
る
っ
た
。
琴
陵
宮
司
と
共
に
黒
田
総
理
を
訪
問
し
洋
食
を

出
さ
れ
た
と
き
、
ナ
プ
キ
ン
を
首
に
巻
き
、
ナ
イ
フ
・
フ
ォ
ー
ク
を
使
わ
ず
、
手
づ
か
み
で
平
ら
げ
、
同
行
の
人
び
と
を
ハ
ラ
ハ
ラ
さ

せ
た
が
、
海
難
救
済
に
つ
い
て
は
誠
心
誠
意
、
総
理
を
説
得
し
た
と
い
う
。

明
治
二
十
五
年
、
本
部
を
東
京
に
移
し
、
明
治
三
十
一
年
民
法
施
行
に
よ
り
社
団
法
人
大
日
本
帝
国
水
難
救
済
会
と
な
り
、
同
三
十

七
年
三
月
、
社
団
法
人
帝
国
水
難
救
済
会
と
改
称
さ
れ
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
「
海
難
救
助
態
制
の
強
化
要
綱
」
に
基
づ
き
、
社
団
法

人
日
本
水
難
救
済
会
に
改
組
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

水
難
救
済
会
は
海
上
保
安
庁
の
監
督
の
下
で
、
水
難
に
よ
る
人
命
・
船
舶
・
積
荷
を
救
済
し
、
海
上
産
業
の
発
展
と
海
上
交
通
の
安

全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
四
年
御
大
典
記
念
事
業
と
し
て
、
誉
田
浦
漁
業
組
合
員
を
中
心
に
水
難
救

三
水
難
救
済
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…丙 診涛

字揖鰹 点 過

移韓“壷一篭"謹錘昼

蕊
瀕

一一や旬

一
畔
磨

＝＝

鍾些

三本松港における水難救助訓練

済
会
が
結
成
さ
れ
、
救
助
船
が
新
造
さ
れ
、
会
長
に
長
町
太
市
郎
が
就
任
し
、
永
年

勤
続
し
、
昭
和
二
十
六
年
田
中
専
太
郎
が
継
い
だ
。

三
本
松
・
小
磯
・
馬
篠
に
も
漁
業
組
合
を
中
心
に
水
難
救
済
会
が
発
足
し
、
三
本

松
で
は
救
助
船
「
は
や
ぶ
さ
丸
」
が
、
中
原
町
長
時
代
の
昭
和
四
年
新
造
さ
れ
た
。

現
在
の
日
本
水
難
救
済
会
大
内
救
難
所
は
、
町
村
合
併
後
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
昭
和
二
十
四
年
、
三
本
松
水
難
救
済
会
が
設
立
さ
れ
て
以
来
川
田
常
男
所
長
が

永
年
勤
続
し
、
戦
後
の
漁
業
青
年
指
導
を
兼
ね
、
数
多
く
の
水
難
救
助
と
救
難
所
運

営
に
実
績
を
残
し
、
隅
田
川
で
行
わ
れ
る
全
国
救
難
訓
練
大
会
に
も
香
川
県
代
表
と

し
て
出
場
し
た
。
現
在
は
浜
崎
雅
昭
所
長
が
後
を
継
ぎ
、
会
員
は
町
内
漁
業
組
合
員

及
び
大
内
町
が
加
入
し
救
難
所
長
以
下
五
○
名
で
あ
る
。

昭
和
二
十
四
年
か
ら
五
十
九
年
ま
で
三
五
年
間
の
出
動
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ

ブ
（
》
○

出
動
回
数
二
四
六
回

救
助
人
員
五
六
八
名

八
中
川
駒
吉
氏
・
川
田
常
男
氏
談
に
よ
る
Ｖ
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